
福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等） 

1 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.5 汚染水処理設備等 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

 

（中略） 

 

(4) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 

吸着塔保管体数  

         3,456体（多核種除去設備高性能容器，増設多核種除去設備高性能容器） 

          64体（セシウム吸着装置吸着塔，モバイル式処理装置吸着塔， 

サブドレン他浄化装置吸着塔， 

高性能多核種除去設備検証試験装置吸着塔， 

モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔・フィルタ， 

第二モバイル型ストロンチウム除去装置吸着塔， 

放水路浄化装置吸着塔，浄化ユニット吸着塔） 

 

（中略） 

 

 

2.5 汚染水処理設備等 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.2 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

 

（中略） 

 

(4) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 

吸着塔保管体数  

         3,456体（多核種除去設備高性能容器，増設多核種除去設備高性能容器） 

         （記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－２ 

主要設備概要図 

（中略） 

 

添付資料－２ 

主要設備概要図 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－３ 

汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

 

（中略） 

 

2. 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

2.2. 評価結果 

  2.2.2. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 

（中略） 

 

表－１７ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設すべり量評価結果 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

【使用済セシウム吸着塔一時保管施設

（第一施設）（第四施設）】※ 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・第二モバイル型ストロンチウム除去

装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

・浄化ユニット吸着塔 

すべり量 0.60 93.3 494 mm 

【使用済セシウム吸着塔一時保管施設

（第三施設）】 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・第二モバイル型ストロンチウム除去

装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

・浄化ユニット吸着塔 

すべり量 0.60 57.5 450 mm 

※使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設）（第四施設）のうち，ボックスカルバート間の許容値

が評価上最も厳しいセシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）にて評価を実施 

 

なお，使用済セシウム吸着塔一時保管施設の第一～第四施設の基礎は，地盤改良による安定した地

盤上に設置されており，十分な支持力を有する地盤上に設置している。 

添付資料－３ 

汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

 

（中略） 

 

2. 使用済セシウム吸着塔保管施設及び廃スラッジ貯蔵施設 

2.2. 評価結果 

  2.2.2. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 

（中略） 

 

表－１７ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設すべり量評価結果 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

【使用済セシウム吸着塔一時保管施設

（第一施設）（第四施設）】※ 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・第二モバイル型ストロンチウム除去

装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

・浄化ユニット吸着塔 

すべり量 0.60 93.3 494 mm 

※使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設）（第四施設）のうち，ボックスカルバート間の許容値

が評価上最も厳しいセシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）にて評価を実施 

 

なお，使用済セシウム吸着塔一時保管施設の第一～第四施設の基礎は，地盤改良による安定した地盤上

に設置されており，十分な支持力を有する地盤上に設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

d. 波及的影響について 

耐震 Sクラスの地震力が発生した場合に，第三施設に設置しているセシウム吸着装置吸着塔等とそれ

を格納しているボックスカルバートが転倒することにより，近接する高性能容器とそれを格納している

ボックスカルバートに与える波及的影響を検討するため，鉛直方向の地震力を考慮した転倒評価を実施

した。鉛直方向の設計震度は，水平方向の１／２の値とした。 

評価の結果，セシウム吸着装置吸着塔等とそれを格納しているボックスカルバートは転倒せず，近接

する高性能容器とそれを格納しているボックスカルバートに影響がないことを確認した（表－１８）。 

 

表－１８ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設耐震評価結果（耐震 Sクラス） 

機器名称 評価項目 
水平 

震度 

鉛直 

震度 
算出値 許容値 単位 

セシウム吸着装置※１ 

（吸着塔 64塔及び 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 32基） 

転倒 0.60 0.30 2.8×104 4.3×104 kN･m 

※1ボックスカルバート４列×８行の評価である。 

 

2.2.3. 廃スラッジ一時保管施設 

(1)構造強度評価 

スラッジ貯槽について，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した（表－１９）。 

 

(中略) 

表－１９ スラッジ貯槽板厚評価結果 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程に準拠して評価を行った結果，基礎ボルトの強度が確保されることを確認した

（表－２０）。 

 

(中略) 

表－２０ スラッジ貯槽の基礎ボルトの強度評価結果 

(中略) 

 

2.2.4. 配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3機器の要求を満足するものではないが，漏

えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを確認した。従って，配管は

必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価の結果，最高使用

圧力に耐えられることを確認した（表－２１）。 

 

（中略） 

表－２１ 配管構造強度評価結果 

 

（以下，省略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. 廃スラッジ一時保管施設 

(1)構造強度評価 

スラッジ貯槽について，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した（表－１８）。 

 

(中略) 

表－１８ スラッジ貯槽板厚評価結果 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程に準拠して評価を行った結果，基礎ボルトの強度が確保されることを確認した

（表－１９）。 

 

(中略) 

表－１９ スラッジ貯槽の基礎ボルトの強度評価結果 

(中略) 

 

2.2.4. 配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3機器の要求を満足するものではないが，漏

えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを確認した。従って，配管は

必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価の結果，最高使用

圧力に耐えられることを確認した（表－２０）。 

 

（中略） 

表－２０ 配管構造強度評価結果 

 

（以下，省略） 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.16.1 多核種除去設備 

 

（中略） 

 

2.16.1.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(1) 多核種除去設備 

 

（中略） 

 

ｇ. 多核種移送設備 

 多核種移送設備は，多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処理済水 

貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，多核種除去設備用処理済み 

水移送ポンプおよび移送配管で構成する。 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

2.16.1.1.7 構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電用原子炉施 

設に関する耐震設計審査指針」のＢクラス相当の設備と位置づけられ，耐震性を評価する 

にあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

2.16.1 多核種除去設備 

 

（中略） 

 

2.16.1.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(1) 多核種除去設備 

 

（中略） 

 

ｇ. 多核種移送設備 

 多核種移送設備は，多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処理済水 

貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，多核種除去設備用処理済み 

水移送ポンプおよび移送配管で構成する。 

 また，『2.16.1 多核種除去設備』で処理された水は，移送配管を通じて『2.16.2 増 

設多核種除去設備』のサンプルタンク（増設多核種除去設備用処理済水一時貯留タンク） 

または『2.16.3 高性能多核種除去設備』のサンプルタンク（高性能多核種除去設備用 

処理済水一時貯留タンク）に移送することも可能な構成とする。 

 

(中略) 

 

2.16.1.1.7 構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，2021年 9月 8日 

の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地震 

によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動へ 

の影響等を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における 

耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考えられる 

設計用地震力に耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された機器については，「発電用原子炉施設に関す 

る耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠 

する。要求される地震力に対して耐震性を確保できない場合は，その影響について評価を 

行う。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

2 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 
 

（中略） 

 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 
 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 

 

 

 

 

 

増設多核種除去設備用 

処理済水一時貯留タンク 

および 

高性能多核種除去設備用 

処理済水一時貯留タンク 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

3 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－２ 

放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

(中略) 

 

1.1 基本方針 

 

(中略) 

 

1.1.2 耐震性評価の基本方針 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電用原子炉施 

設に関する耐震設計審査指針」のＢクラス相当の設備と位置づけられ，耐震性を評価する 

にあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」（以下，「耐震設計技術規程」 

という。）等に準用する。また，参考評価として，基準地震動Ｓｓ相当の水平震度に対して 

健全性が維持されることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－２ 

放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

(中略) 

 

1.1 基本方針 

 

(中略) 

 

1.1.2 耐震性評価の基本方針 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，2021年 9月 8日 

の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地震 

によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動へ 

の影響等を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における 

耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考えられる 

設計用地震力に耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された機器については，「発電用原子炉施設に関する 

耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類し，参考評価として，基準地震動Ｓｓ 

相当の水平震度に対して健全性が維持されることを確認している。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠 

する。要求される地震力に対して耐震性を確保できない場合は，その影響について評価を 

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

4 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.2 評価結果 

1.2.1 ポンプ類 

 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

 

(中略) 

 

表１：ポンプ耐震評価結果（１／３） 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

スラリー移送ポンプ 

本体 転倒 0.36 3.17×105 6.71×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 1 139 MPa 

循環ポンプ１ 

本体 転倒 0.36 2.34×106 4.70×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 4 133 MPa 

デカントポンプ 

本体 転倒 0.36 6.84×105 1.32×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

供給ポンプ１ 

本体 転倒 0.36 1.95×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 1 139 MPa 

供給ポンプ２ 

本体 転倒 0.36 3.28×105 7.36×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

循環ポンプ２ 

本体 転倒 0.36 2.59×106 5.21×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 4 133 MPa 

ブースターポンプ１ 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

ブースターポンプ２ 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

移送ポンプ 

本体 転倒 0.36 1.95×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 1 139 MPa 

処理済水移送ポンプ 

本体 転倒 0.36 8.30×105 1.10×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 141 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

 

1.2 評価結果 

1.2.1 ポンプ類 

 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

 

(中略) 

 

表１：ポンプ耐震評価結果（１／３） 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

スラリー移送ポンプ 

本体 転倒 0.36 3.17×105 6.71×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 1 139 MPa 

循環ポンプ１ 

本体 転倒 0.36 2.34×106 4.70×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 4 133 MPa 

デカントポンプ 

本体 転倒 0.36 6.84×105 1.32×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

供給ポンプ１ 

本体 転倒 0.36 1.95×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 1 139 MPa 

供給ポンプ２ 

本体 転倒 0.36 3.28×105 7.36×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

循環ポンプ２ 

本体 転倒 0.36 2.59×106 5.21×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 4 133 MPa 

ブースターポンプ１ 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

ブースターポンプ２ 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 139 MPa 

処理済水移送ポンプ 

本体 転倒 0.36 8.30×105 1.10×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 2 141 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の削除 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

5 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

表１：ポンプ耐震評価結果（２／３） 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

スラリー移送ポンプ 

本体 転倒 0.80 7.04×105 6.71×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 3 139 MPa 

循環ポンプ１ 

本体 転倒 0.80 5.18×106 4.70×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 8 133 MPa 

デカントポンプ 

本体 転倒 0.80 1.52×106 1.32×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 5 139 MPa 

供給ポンプ１ 

本体 転倒 0.80 4.33×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 2 139 MPa 

供給ポンプ２ 

本体 転倒 0.80 7.29×105 7.36×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 3 139 MPa 

循環ポンプ２ 

本体 転倒 0.80 5.74×106 5.21×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 9 133 MPa 

ブースターポンプ１ 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 4 139 MPa 

ブースターポンプ２ 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 4 139 MPa 

移送ポンプ 

本体 転倒 0.80 4.33×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 2 139 MPa 

処理済水移送ポンプ 

本体 転倒 0.80 1.90×106 1.10×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 3 183 MPa 

せん断 0.80 5 141 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

(中略) 

 

1.2.3 スキッド 

(1)耐震性評価 

 

(中略) 

 

 

 

表１：ポンプ耐震評価結果（２／３） 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

スラリー移送ポンプ 

本体 転倒 0.80 7.04×105 6.71×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 3 139 MPa 

循環ポンプ１ 

本体 転倒 0.80 5.18×106 4.70×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 8 133 MPa 

デカントポンプ 

本体 転倒 0.80 1.52×106 1.32×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 5 139 MPa 

供給ポンプ１ 

本体 転倒 0.80 4.33×105 4.80×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 2 139 MPa 

供給ポンプ２ 

本体 転倒 0.80 7.29×105 7.36×105 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 3 139 MPa 

循環ポンプ２ 

本体 転倒 0.80 5.74×106 5.21×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 9 133 MPa 

ブースターポンプ１ 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 4 139 MPa 

ブースターポンプ２ 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 180 MPa 

せん断 0.80 4 139 MPa 

処理済水移送ポンプ 

本体 転倒 0.80 1.90×106 1.10×106 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 3 183 MPa 

せん断 0.80 5 141 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

1.2.3 スキッド 

(1)耐震性評価 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

6 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表１０：スキッド耐震評価結果（２／５） 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

震度 
算出値 許容値 単位 

吸着塔 1～14 

スキッド１ 

本体 転倒 0.36 1.50×108 2.28×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 21 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド２ 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 19 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド３ 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 19 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド４ 

本体 転倒 0.36 1.22×108 1.88×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

吸着塔 15，16 

スキッド 

本体 転倒 0.36 9.14×107 9.33×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 ‐ ‐ MPa 

せん断 0.36 5 121 MPa 

処理カラム 

スキッド 

本体 転倒 0.36 1.04×108 1.43×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 13 139 MPa 

出口移送 

スキッド 

本体 転倒 0.36 3.12×107 9.77×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 

本体 転倒 0.36 1.89×107 6.14×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 5 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 

本体 転倒 0.36 3.13×106 1.42×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 3 139 MPa 

ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 

本体 転倒 0.36 6.57×106 2.27×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 3 139 MPa 

排水タンク 

スキッド 

本体 転倒 0.36 2.90×107 8.44×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

ＨＩＣ遮へい体 

本体 転倒 0.36 9.28×107 2.05×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 23 139 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

表１０：スキッド耐震評価結果（２／５） 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

震度 
算出値 許容値 単位 

吸着塔 1～14 

スキッド１ 

本体 転倒 0.36 1.50×108 2.28×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 21 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド２ 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 19 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド３ 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 19 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド４ 

本体 転倒 0.36 1.22×108 1.88×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

吸着塔 15，16 

スキッド 

本体 転倒 0.36 9.14×107 9.33×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 ‐ ‐ MPa 

せん断 0.36 5 121 MPa 

処理カラム 

スキッド 

本体 転倒 0.36 1.04×108 1.43×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 13 139 MPa 

出口移送 

スキッド 

本体 転倒 0.36 3.10×107 9.89×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 

本体 転倒 0.36 1.89×107 6.14×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 5 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 

本体 転倒 0.36 3.13×106 1.42×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 3 139 MPa 

ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 

本体 転倒 0.36 6.57×106 2.27×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 3 139 MPa 

排水タンク 

スキッド 

本体 転倒 0.36 2.90×107 8.44×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 18 139 MPa 

ＨＩＣ遮へい体 

本体 転倒 0.36 9.28×107 2.05×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 - - MPa 

せん断 0.36 23 139 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(中略) 

表１０：スキッド耐震評価結果（４／５） 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

震度 
算出値 許容値 単位 

吸着塔 1～14 

スキッド１ 

本体 転倒 0.80 3.32×108 2.28×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 35 177 MPa 

せん断 0.80 47 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド２ 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 34 180 MPa 

せん断 0.80 41 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド３ 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 34 180 MPa 

せん断 0.80 41 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド４ 

本体 転倒 0.80 2.70×108 1.88×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 27 180 MPa 

せん断 0.80 39 139 MPa 

吸着塔 15，16 

スキッド 

本体 転倒 0.80 2.03×108 9.33×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 18 158 MPa 

せん断 0.80 11 121 MPa 

処理カラム 

スキッド 

本体 転倒 0.80 2.30×108 1.43×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 31 180 MPa 

せん断 0.80 28 139 MPa 

出口移送 

スキッド 

本体 転倒 0.80 6.93×107 9.77×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 40 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 

本体 転倒 0.80 4.19×107 6.14×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 10 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 

本体 転倒 0.80 6.96×106 1.42×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 7 139 MPa 

ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 

本体 転倒 0.80 1.46×107 2.27×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 6 139 MPa 

排水タンク 

スキッド 

本体 転倒 0.80 6.44×107 8.44×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 40 139 MPa 

ＨＩＣ遮へい体 

本体 転倒 0.80 2.07×108 2.05×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 50 139 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

(中略)  

表１０：スキッド耐震評価結果（４／５） 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

震度 
算出値 許容値 単位 

吸着塔 1～14 

スキッド１ 

本体 転倒 0.80 3.32×108 2.28×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 35 177 MPa 

せん断 0.80 47 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド２ 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 34 180 MPa 

せん断 0.80 41 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド３ 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 34 180 MPa 

せん断 0.80 41 139 MPa 

吸着塔 1～14 

スキッド４ 

本体 転倒 0.80 2.70×108 1.88×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 27 180 MPa 

せん断 0.80 39 139 MPa 

吸着塔 15，16 

スキッド 

本体 転倒 0.80 2.03×108 9.33×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 18 158 MPa 

せん断 0.80 11 121 MPa 

処理カラム 

スキッド 

本体 転倒 0.80 2.30×108 1.43×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 31 180 MPa 

せん断 0.80 28 139 MPa 

出口移送 

スキッド 

本体 転倒 0.80 6.89×107 9.89×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 40 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 

本体 転倒 0.80 4.19×107 6.14×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 10 139 MPa 

ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 

本体 転倒 0.80 6.96×106 1.42×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 7 139 MPa 

ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 

本体 転倒 0.80 1.46×107 2.27×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 6 139 MPa 

排水タンク 

スキッド 

本体 転倒 0.80 6.44×107 8.44×107 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 - - MPa 

せん断 0.80 40 139 MPa 

ＨＩＣ遮へい体 

本体 転倒 0.80 2.07×108 2.05×108 N･mm 

基礎 

ボルト 

引張 0.80 1 173 MPa 

せん断 0.80 50 139 MPa 
※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設にて移送ポンプ

仕様を変更することによる記

載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

8 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

1.2.6 配管 

1.2.6.1 構造強度評価 

1.2.6.1.1 配管（鋼管） 

1.2.6.1.1.1 評価箇所 

 

（中略） 

 

 
 

(中略) 

 

 
 

(中略) 

 

 

（中略） 

 

1.2.6 配管 

1.2.6.1 構造強度評価 

1.2.6.1.1 配管（鋼管） 

1.2.6.1.1.1 評価箇所 

 

（中略） 

 

 
 

(中略) 

 

 
 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

9 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 
 

 

 

(中略) 

 

 
 

(中略) 

 

 

 

 
 

 

 

(中略) 

 

 
 

(中略) 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.1 多核種除去設備） 

10 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

添付資料－９ 

 

多核種除去設備に係る確認事項 

 

(中略) 

 

表－５ 確認事項 

（スラリー移送ポンプ，循環ポンプ１／２，デカントポンプ，供給ポンプ１／２ 

ブースターポンプ１／２，移送ポンプ，処理済水移送ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 
各部の外観について，記録等に

より確認する。 
有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

機器が系統構成図とおり据付

ていることを記録により確認

する。 

実施計画のとおり施工・据付て

いること。 

漏えい確

認 

運転圧力で耐圧部からの漏え

いがないことを記録等により

確認する。 

耐圧部から著しい漏えいがない

こと。 

性能 
運転性能 

確認 

ポンプの運転確認を実施し，異

常のないことを記録により確

認する。 

異音，振動等の異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (以下，省略) 

 

 

別紙－１ 

 

耐震クラスの設定について 

 

（新規記載） 

 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

添付資料－９ 

 

多核種除去設備に係る確認事項 

 

(中略) 

 

表－５ 確認事項 

（スラリー移送ポンプ，循環ポンプ１／２，デカントポンプ，供給ポンプ１／２ 

ブースターポンプ１／２，移送ポンプ，処理済水移送ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 
各部の外観について，記録等に

より確認する。 
有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

機器が系統構成図とおり据付

ていることを立会いまたは記

録により確認する。 

実施計画のとおり施工・据付て

いること。 

漏えい確

認 

運転圧力で耐圧部からの漏え

いがないことを記録等により

確認する。 

耐圧部から著しい漏えいがない

こと。 

性能 
運転性能 

確認 

ポンプの運転確認を実施し，異

常のないことを立会いまたは

記録により確認する。 

異音，振動等の異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (以下，省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設にて移送ポンプ

仕様を変更することによる記

載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

1 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.16.2 増設多核種除去設備 

2.16.2.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.16.2.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(1) 前処理設備 

前処理設備は，多核種除去装置での吸着材によるストロンチウムの除去を阻害するマグ 

ネシウム，カルシウム等の２価の金属を炭酸塩沈殿処理により除去することを目的とし， 

炭酸ソーダと苛性ソーダを添加する。 

炭酸塩沈殿処理による生成物は，クロスフローフィルタにより濃縮し，高性能容器に排 

出する。 

 

（中略） 

 

(5) 多核種移送設備 

多核種移送設備は，増設多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処理済 

水貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，増設多核種除去設備用移送 

ポンプおよび移送配管等で構成する。なお，増設多核種除去設備で処理された水は，サン 

プルタンクをバイパスして処理済水貯留用のタンクに移送することも可能な構成となっ 

ている。 

 

 

 

（中略） 
 

 

2.16.2 増設多核種除去設備 

2.16.2.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.16.2.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(1) 前処理設備 

前処理設備は，多核種除去装置での吸着材によるストロンチウムの除去を阻害するマグ 

ネシウム，カルシウム等の２価の金属を炭酸塩沈殿処理により除去することを目的とし， 

炭酸ソーダと苛性ソーダを添加する。 

炭酸塩沈殿処理による生成物は，クロスフローフィルタまたは沈殿槽により濃縮し，高 

性能容器に排出する。 

 

（中略） 

 

(5) 多核種移送設備 

多核種移送設備は，増設多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処理済 

水貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，増設多核種除去設備用移送 

ポンプおよび移送配管等で構成する。なお，増設多核種除去設備で処理された水は，サン 

プルタンクをバイパスして処理済水貯留用のタンクに移送することも可能な構成となっ 

ている。 

また，サンプルタンクは，『2.16.1 多核種除去設備』で処理された水を受け入れるこ 

とも可能な構成とする。 

 

（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

2 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.16.2.1.7 構造強度及び耐震性 

 

(1) 構造強度 

増設多核種除去設備を構成する主要な機器は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

技術基準に関する規則（平成２５年６月２８日原子力規制委員会規則第６号）」において， 

廃棄物処理設備に相当すると位置付けられる。これに対する適用規格は，「JSME S NC-1  

発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）で規定さ 

れ，機器区分クラス３の規定を適用することを基本とする。設計・建設規格の適用が困難 

な機器については，設計・建設規格適用品と同等の構造強度を有することを基本とする。 

溶接部については,「JSME S NB-1 発電用原子力設備規格 溶接規格」（以下，「溶接規格」 

という。) の規定を適用することを基本とし，一部の国内製作機器については，JISや高 

圧ガス保安協会基準等に準拠する。また，一部の海外製作機器については，「欧州統一規 

格（European Norm）」（以下，「EN規格」という。）、CODAP(仏国圧力容器規格)等に準拠す 

る。 

 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

増設多核種除去設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電用原子 

炉施設に関する耐震設計審査指針」のＢクラス相当の設備と位置づけられ，耐震性を評価 

するにあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠する。なお，検 

討用地震動および同津波対策に対する評価が必要な設備として抽出された機器等について 

は，今後対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
 

 

2.16.2.1.7 構造強度及び耐震性 

 

(1) 構造強度 

増設多核種除去設備を構成する主要な機器は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

技術基準に関する規則（平成２５年６月２８日原子力規制委員会規則第６号）」において， 

廃棄物処理設備に相当すると位置付けられる。これに対する適用規格は，「JSME S NC-1  

発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）で規定さ 

れ，機器区分クラス３の規定を適用することを基本とする。設計・建設規格の適用が困難 

な機器については，設計・建設規格適用品と同等の構造強度を有することを基本とする。 

溶接部については,「JSME S NB-1 発電用原子力設備規格 溶接規格」（以下，「溶接規格」 

という。) の規定を適用することを基本とし，一部の国内製作機器については，JISや高 

圧ガス保安協会基準等に準拠する。また，一部の海外製作機器については，「欧州統一規 

格（European Norm）」（以下，「EN規格」という。），CODAP(仏国圧力容器規格)等に準拠す 

る。また，JSME規格で規定される材料の日本産業規格(JIS)年度指定は，技術的妥当性の 

範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

増設多核種除去設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，2021年 9月 8 

日の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地 

震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動 

への影響等を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等におけ 

る耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考えられ 

る設計用地震力に耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された機器については，「発電用原子炉施設に関す 

る耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠 

する。要求される地震力に対して耐震性を確保できない場合は，その影響について評価を 

行う。 

 

（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

材料の調達性を踏まえた記載

の追記 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

3 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.16.2.2 基本仕様 

 

(中略) 

 

2.16.2.2.2 機器仕様 

(1) 容器 

 

(中略) 

 

（現行記載なし） 

 

2.16.2.2 基本仕様 

 

(中略) 

 

2.16.2.2.2 機器仕様 

(1) 容器 

 

(中略) 

 

j. 反応／凝集槽 

名    称 反応／凝集槽 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 11 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

主

要

寸

法 

胴  内  径 mm 2300 

胴 板 厚 さ mm 6 

鏡 板 厚 さ mm 6 

高     さ mm 4400 

材

料 

胴 板 － SS400・内面ゴムライニング 

鏡     板 － SS400・内面ゴムライニング 

個      数 個 １個／系列（２系列に設置） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

4 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ポンプ 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

(中略) 
 

 

k. 沈殿槽 

名    称 沈殿槽 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 12 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

主

要

寸

法 

胴  内  径 mm 2300 

胴 板 厚 さ mm 6 

鏡 板 厚 さ mm 6 

高     さ mm 4400 

材

料 

胴 板 － SUS316L 

鏡     板 － SUS316L 

個      数 個 １個／系列（２系列に設置） 

 

l. 上澄み水タンク 

名    称 上澄み水タンク 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

主

要

寸

法 

胴  内  径 mm 1200 

胴 板 厚 さ mm 6 

鏡 板 厚 さ mm 6 

高     さ mm 3800 

材

料 

胴 板 － SUS316L 

鏡     板 － SUS316L 

個      数 個 １個／系列（２系列に設置） 

 

(2) ポンプ 

 

(中略) 

 

k. スラリー循環ポンプ 

台    数  1台／系列（２系列に設置） 

容    量  13 m3/h  

 

  l. 上澄み水ポンプ 

台    数  １台／系列（２系列に設置） 

容    量  12 m3/h 

 

(中略) 

 
 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

5 

 

  

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

ＲＯ後濃縮塩水系受タンク移送流路分
岐部から処理水受入タンク入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 
40℃ 

処理水受入タンク出口から 
共沈タンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
50A/Sch.40 
32A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

共沈タンク出口から 
供給タンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

150A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

供給タンク出口から 
クロスフローフィルタ循環ラインまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
32A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

クロスフローフィルタ循環ライン 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A/Sch.40 
150A/Sch.40 
200A/Sch.40 
250A/Sch.40 
300A/Sch.40 
300A相当/3mm 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

クロスフローフィルタ出口から 
吸着塔入口バッファタンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
50A/Sch.80 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

 

 

（４） 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

ＲＯ後濃縮塩水系受タンク移送流路分
岐部から処理水受入タンク入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 
40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 
40℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

処理水受入タンク出口から 
共沈タンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
50A/Sch.40 
32A/Sch.40 

STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
EPDM 
静水頭 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

共沈タンク出口から 
供給タンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

150A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

150A相当 
EPDM 
静水頭 
60℃ 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

吸着塔入口バッファタンク出口から 
多核種吸着塔５下流 塩酸供給点まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
SUS316L 
1.37MPa 
60℃ 

多核種吸着塔５下流 塩酸供給点から 
移送タンクまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
50A/Sch.80 
80A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
1.37MPa 
60℃ 

移送タンク出口から 
サンプルタンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A/Sch.40 
65A/Sch.40 
80A/Sch.40 
100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 
40℃ 

 

 

（４） 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

供給タンク出口から 
クロスフローフィルタ循環ラインまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
32A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
静水頭 
0.98MPa 
60℃ 

クロスフローフィルタ循環ライン 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A/Sch.40 
150A/Sch.40 
200A/Sch.40 
250A/Sch.40 
300A/Sch.40 
300A相当/3mm 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

クロスフローフィルタ出口から 
吸着塔入口バッファタンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
50A/Sch.80 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

吸着塔入口バッファタンク出口から 
多核種吸着塔５下流 塩酸供給点まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 
 
 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
SUS316L 
1.37MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
静水頭 
1.37MPa 
60℃ 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

 

（現行記載なし） 

 

 

（４） 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

多核種吸着塔５下流 塩酸供給点から 
移送タンクまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
50A/Sch.80 
80A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
1.37MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
1.37MPa 
60℃ 

移送タンク出口から 
サンプルタンク入口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A/Sch.40 
65A/Sch.40 
80A/Sch.40 
100A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 
40℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

80A 相当 
EPDM 
静水頭 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

65A 相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

 

(中略) 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

移送ポンプ出口分岐部から 
炭酸ソーダ溶解槽まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

65A/Sch.40 
40A/Sch.40 
20A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

20A/Sch.40 
15A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

炭酸ソーダ溶解槽から 
炭酸ソーダ貯槽まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
40A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A/Sch.40 
40A/Sch.80 
15A/Sch.40 
SUS316L 
0.5MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
 
最高使用温度 

40A 相当 
PTFE 
静水頭 
0.5MPa 
60℃ 

炭酸ソーダ貯槽から 
共沈タンクまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A/Sch.40 
65A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

65A/Sch.40 
40A/Sch.40 
25A/Sch.40 
SUS316L 
0.5MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A相当 
PTFE 
静水頭 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A 相当 
PTFE 
0.5MPa 
60℃ 

 

 

（４） 配管 

 

（中略） 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

移送ポンプ出口分岐部から 
炭酸ソーダ溶解槽まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

65A/Sch.40 
40A/Sch.40 
20A/Sch.40 
STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
0.98MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

20A/Sch.40 
15A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A 相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

炭酸ソーダ溶解槽から 
炭酸ソーダ貯槽まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.40 
40A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A/Sch.40 
40A/Sch.80 
15A/Sch.40 
SUS316L 
0.5MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
 
最高使用温度 

40A 相当 
PTFE 
静水頭 
0.5MPa 
60℃ 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

22



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

9 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

 

（現行記載なし） 

 

 

（４） 配管 

 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

炭酸ソーダ貯槽から 
共沈タンクまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A/Sch.40 
65A/Sch.40 
SUS316L 
静水頭 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

65A/Sch.40 
40A/Sch.40 
25A/Sch.40 
SUS316L 
0.5MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

125A相当 
PTFE 
静水頭 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A 相当 
PTFE 
0.5MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

40A 相当 
EPDM 
0.5MPa 
60℃ 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４） 配管 

 

(中略) 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 配管 

 

（中略） 

 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

処理水受入タンク移

送流路分岐部から反

応／凝集槽入口まで

※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

STPG370 + ﾗｲﾆﾝｸﾞ 

0.98MPa 

60℃ 

反応／凝集槽出口か

ら 

沈殿槽入口まで※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch.40 

SUS316L 

静水頭 

60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

EPDM 

静水頭 

60℃ 

沈殿槽出口から上澄

み水タンク入口まで

※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch.40 

SUS316L 

静水頭 

60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

EPDM 

静水頭 

60℃ 

※２系列に設置 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

上澄み水タンク出口

から供給タンク移送

流路合流部まで※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

SUS316L 

静水頭 

60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

EPDM 

静水頭 

60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

32A/Sch.40 

SUS316L 

0.98MPa 

60℃ 

沈殿槽出口から反応

／凝集槽まで※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

SUS316L 

静水頭 

60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

40A/Sch.40 

32A/Sch.40 

25A/Sch.40 

SUS316L 

0.98MPa 

60℃ 

クロスフローフィル

タ循環ライン分岐部

から反応／凝集槽ま

で※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A/Sch.40 

25A/Sch.40 

15A/Sch.40 

SUS316L 

0.98MPa 

60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

25A相当 

EPDM 

0.98MPa 

60℃ 

炭酸ソーダ貯槽移送

流路分岐部から反応

／凝集槽入口まで※ 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

25A/Sch.40 

SUS316L 

0.5MPa 

60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

25A相当 

EPDM 

0.5MPa 

60℃ 

※２系列に設置 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

   

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加 

 

連絡配管追設による記載の追

加 

 

その他記載の適正化 
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／
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13 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加 

図
－
３
 増

設
多
核
種
除
去
設
備
の
系
統
構
成
図
（
２
／
３
）
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14 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

図－３ 増設多核種除去設備の系統構成図（２／２） 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

図－３ 増設多核種除去設備の系統構成図（３／３） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

15 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－３ 

 

増設多核種除去設備の耐震性に関する計算書 

 

１．耐震設計の基本方針 

申請設備に係る耐震設計は，次の基本方針に基づいて行う。 

 

（１）設備の重要度による耐震クラス別分類 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

添付資料－３ 

 

増設多核種除去設備の耐震性に関する計算書 

 

１．耐震設計の基本方針 

申請設備に係る耐震設計は，次の基本方針に基づいて行う。 

 

（１）設備の重要度による耐震クラス別分類 

 

（中略） 

 

耐震クラス別 

 

系統設備 

主要設備，補助設備 

及び直接支持構造物 間接支持構造物及び相互 

影響を考慮すべき設備 

 Ｂ＋ 設 備 
検討用地

震動等 

2.16.2 増設多核種除

去設備 

 

 (1)容器 

 

 

 

 

 

 (2)ポンプ 

 

 

 

 (4)配管 

 

 

 (5)スキッド 

 

 

 

 

 

 

 

反応／凝集槽Ａ，Ｃ 

 

沈殿槽Ａ，Ｃ 

 

上澄み水タンクＡ，Ｃ 

 

スラリー循環ポンプＡ，Ｃ 

 

上澄み水ポンプＡ，Ｃ 
 

主配管 

 

 

反応／凝集・沈殿槽Ａ，Ｃスキッ

ド 

 

上澄み水タンクＡ，Ｃスキッド 

 

凝集沈殿ポンプＡ，Ｃスキッド 

 

 

 

 

反応／凝集・沈殿槽Ａ，Ｃスキッ

ド 

反応／凝集・沈殿槽Ａ，Ｃスキッ

ド 

上澄み水タンクＡ，Ｃスキッド 

 

凝集沈殿ポンプＡ，Ｃスキッド 

 

凝集沈殿ポンプＡ，Ｃスキッド 

 

増設多核種除去設備基礎， 

スキッド等 

 

増設多核種除去設備基礎 

 

 

増設多核種除去設備基礎 

 

増設多核種除去設備基礎 

 

 

 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

 

ＳＢ＋ 

 

 

ＳＢ＋ 

 

ＳＢ＋ 

 

備考 
・増設多核種除去設備上屋は設備を支持しておらず，間接支持構造 

物及び相互影響を考慮すべき設備には該当しない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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16 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（２）構造計画 

ａ．機器 

 

 
（中略） 

 
 

 

（２）構造計画 

ａ．機器 

 

 
（中略） 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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17 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 
 

（中略） 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

31



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

18 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（３）設計用地震力 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
耐震 

クラス 

適用する地震動等 

設計用地震力 

水  平 鉛  直 

機

器

・

配

管

系 

Ｂ 
静的震度 

（1.8・Ｃｉ
＊1） 

―― 
設計用地震力は，静的地

震力とする。 

注記 ＊1：Ｃｉ は，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

 

 

 

 

（３）設計用地震力 

項目 
耐震 

クラス 

静的地震力 動的地震力 

水  平 鉛  直 水  平 鉛  直 

機

器

・

配

管

系 

Ｂ 1.8・Ｃｉ
＊1 ―― 1/2Sd225＊2 1/2Sd225＊3 

Ｂ＋ 1.8・Ｃｉ ―― 
1/2Ss450 

1/2Sd225 

1/2Ss450 

1/2Sd225 

注記 ＊1：Ｃｉ は，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

＊2：水平方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

＊3：鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

 

ただし，2021年9月8日以前に認可された機器については，以下の通りとする。 

項目 
耐震 

クラス 

適用する地震動等 

設計用地震力 

水  平 鉛  直 

機

器

・

配

管

系 

Ｂ 
静的震度 

（1.8・Ｃｉ
＊1） 

―― 
設計用地震力は，静的地

震力とする。 

注記 ＊1：Ｃｉ は，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 
 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更 
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19 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（４）荷重の組合せと許容限界 

 

（中略） 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐd ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍd ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳB ：Ｂクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又はＢクラス設備に適用される静

的地震力 

 

 

ＢＡＳ ：Ｂクラス設備の地震時許容応力状態 

 

（中略） 

 

 

 

ａ．容器 

 
 

ｂ．支持構造物（注 1，注 2） 

 
注 1：耐圧部に溶接により直接取り付けられる支持構造物であって，耐圧部と一体の応力解析を行うものについては，耐圧部と同じ

許容応力とする。 

注 2：鋼構造設計規準（日本建築学会 2005年改定）等の幅厚比の規定を満足する。 

 

（中略） 

 

（４）荷重の組合せと許容限界 

 

（中略） 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐd ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍd ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳB ：Ｂクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又はＢクラス設備に適用される静

的地震力 

ＳB+ ：Ｂ＋クラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又はＢ＋クラス設備に適用され

る静的地震力 

ＢＡＳ ：Ｂクラス設備（Ｂ＋クラス設備含む）の地震時許容応力状態 
 

（中略） 

 

 

 

ａ．容器 

 
ｂ．支持構造物（注 1，注 2） 

 
注 1：耐圧部に溶接により直接取り付けられる支持構造物であって，耐圧部と一体の応力解析を行うものについては，耐圧部と同じ

許容応力とする。 

注 2：鋼構造設計規準（日本建築学会 2005年改定）等の幅厚比の規定を満足する。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の追加 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の追加 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の追加 

 

 

 

 

耐 震 

ク ラ ス 
荷重の組合せ 

供用状態 

(許容応力 

状態) 

許 容 限 界 （ボ ル ト 等 以 外） 許 容 限 界（ボ ル ト 等） 

適用範囲 一 次 応 力 一 次 応 力 

引 張 せん断 圧 縮 曲 げ 組合せ 引 張 せん断 組 合 せ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋ＳB 

 

 

Ｃ 

（ＢＡＳ） 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆs 

 

 

 

 

1.5･ｆc 

 

 

 

 

1.5･ｆb 

 

 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆs 

 

 

 

 

Min{1.5･ｆt, 

(2.1･ｆt－1.6･τb)} 

・ 基礎ボルト 

・ 取付ボルト 

・ スカート 

・ 脚 

 

耐 震 

クラス 
荷 重 の 組 合 せ 

供用状態 

（許容応力状態） 

許 容 限 界 
適用範囲 

一次一般膜応力 一次膜応力＋一次曲げ応力 

Ｂ 

Ｂ＋ 

Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋ＳB 

ただし，ＳBについて

は適用する耐震評価

方針に応じてＳB+に

読み替える。 

Ｃ（ＢＡＳ） 

 

 

Ｓyと 0.6･Ｓuの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡにつ

いては上記の値と 1.2･Ｓのう

ち大きい方とする。 

 

 

Ｓy 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡに

ついてはＳy と 1.2･Ｓのうち

大きい方とする。 

 

・ 処理水受入タンク１，２ 

・ 共沈タンクＡ，Ｂ，Ｃ 

・ 供給タンクＡ，Ｂ，Ｃ 

・ 多核種吸着塔１～１８Ａ，Ｂ，Ｃ 

・ 吸着塔入口バッファタンクＡ，Ｂ，Ｃ 

・ 移送タンク１，２ 

・ 炭酸ソーダ貯槽１，２ 

・ 反応／凝集槽Ａ，Ｃ 

・ 沈殿槽Ａ，Ｃ 

・ 上澄み水タンクＡ，Ｃ 

 

耐 震 

ク ラ ス 
荷重の組合せ 

供用状態 

(許容応力 

状態) 

許 容 限 界 （ボ ル ト 等 以 外） 許 容 限 界（ボ ル ト 等） 

適用範囲 一 次 応 力 一 次 応 力 

引 張 せん断 圧 縮 曲 げ 組合せ 引 張 せん断 組 合 せ 

 

 

Ｂ 

Ｂ＋ 

Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋ＳB 

ただし，ＳBについて

は適用する耐震評価方

針に応じてＳB+に読み

替える。 

 

 

Ｃ 

（ＢＡＳ） 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆs 

 

 

 

 

1.5･ｆc 

 

 

 

 

1.5･ｆb 

 

 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆt 

 

 

 

 

1.5･ｆs 

 

 

 

 

Min{1.5･ｆt, 

(2.1･ｆt－1.6･τb)} 

・ 基礎ボルト 

・ 取付ボルト 

・ スカート 

・ 脚 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

２．耐震性評価 

本評価は、「付録 1 スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラ 

ス）の耐震性についての計算書作成の基本方針」、「付録 2. 平底たて置円筒形容器（耐 

震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性についての計算書作成の基本方針」及び「付 

録 3 横軸ポンプ及びスキッド（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性についての 

計算書作成の基本方針」に基づいて、以下の耐震性の計算を行う。また評価方法が同付 

録に依らないものは以下に特記する。 

（１）処理水受入タンク１，２ 

（中略） 

（48）炭酸ソーダ貯槽２移送スキッド 

 

(現行記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，機器（配管を除く）の固有周期について確認した結果，固有振動数が 20Hz以上のた 

め，以下では剛体として扱う。 

 

 

（中略） 

 

 

 

(現行記載なし) 
 

 

 

（中略） 

 

２．耐震性評価 

本評価は，「付録 1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本 

方針」，「付録 2 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針」及び 

「付録 3 横軸ポンプ及びスキッドの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づいて， 

以下の耐震性の計算を行う。また評価方法が同付録に依らないものは以下に特記する。 

 

 

（１）処理水受入タンク１，２ 

（中略） 

（48）炭酸ソーダ貯槽２移送スキッド 

（49）反応／凝集槽Ａ，Ｃ 

（50）沈殿槽Ａ，Ｃ 

（51）上澄み水タンクＡ，Ｃ 

（52）スラリー循環ポンプＡ，Ｃ 

（53）上澄み水ポンプＡ，Ｃ 

（54）反応／凝集・沈殿槽Ａ，Ｃスキッド 

（55）上澄み水タンクＡ，Ｃスキッド 

（56）凝集沈殿ポンプＡ，Ｃスキッド 

（57）主配管（固有振動数 20Hz以上） 

･･････配管標準支持間隔評価（定ピッチスパン法）により評価する。 

 

なお，機器（配管の一部を除く）の固有周期について確認した結果，固有振動数が 20Hz 以上のた

め，以下では剛体として扱う。 

 

 

（中略） 
 

 

 

（４９）反応／凝集槽Ａ，Ｃ 

 

 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

反応／凝集槽 

Ａ，Ｃ 

胴板 SS400 組合せ 
水平 

0.70 

 

鉛直 

0.40 

19 208 MPa 

スカート SS400 

組合せ 17 215 MPa 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価） 
0.08 1 - 

取付 

ボルト 
SS400 

引張り 76 161 MPa 

せん断 37 124 MPa 

 
 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更及び記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 
 

 

（５０）沈殿槽Ａ，Ｃ 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

沈殿槽 

Ａ，Ｃ 

胴板 SUS316L 組合せ 
水平 

0.70 

 

鉛直 

0.40 

21 160 MPa 

スカート SUS304 

組合せ 17 205 MPa 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価） 
0.09 1 - 

取付 

ボルト 
SS400 

引張り 72 161 MPa 

せん断 39 124 MPa 

 

（５１）上澄み水タンクＡ，Ｃ 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

上澄み水タン

クＡ，Ｃ 

胴板 SUS316L 組合せ 
水平 

0.70 

 

鉛直 

0.40 

13 160 MPa 

スカート SUS304 

組合せ 20 205 MPa 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価） 
0.10 1 - 

取付 

ボルト 
SS400 

引張り 48 161 MPa 

せん断 9 124 MPa 

 

（５２）スラリー循環ポンプＡ，Ｃ 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

スラリー循環

ポンプＡ，Ｃ 

取付 

ボルト 
SS400 

引張り 
水平 

0.70 

鉛直 

0.40 

3 161 MPa 

せん断 3 124 MPa 

 

（５３）上澄み水ポンプＡ，Ｃ 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

上澄み水ポン

プＡ，Ｃ 

取付 

ボルト 
SS400 

引張り 
水平 

0.70 

鉛直 

0.40 

3 161 MPa 

せん断 3 124 MPa 

 

（５４）反応／凝集・沈殿槽Ａ，Ｃスキッド 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

反応／凝集・

沈殿槽Ａ，Ｃ

スキッド 

基礎 

ボルト 
SS400 

引張り 
水平 

0.70 

鉛直 

0.40 

51 60＊ MPa 

せん断 36 70＊ MPa 

注記 ＊後打ちアンカー耐力による 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 

 

 

（５５）上澄み水タンクＡ，Ｃスキッド 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

上澄み水タン

クＡ，Ｃスキ

ッド 

基礎 

ボルト 
SS400 

引張り 
水平 

0.70 

鉛直 

0.40 

45 60＊ MPa 

せん断 15 70＊ MPa 

注記 ＊後打ちアンカー耐力による 

 

（５６）凝集沈殿ポンプＡ，Ｃスキッド 

機器名称 評価部位 材料 評価項目 震度 算出値 許容値 単位 

凝集沈殿ポン

プＡ，Ｃスキ

ッド 

基礎 

ボルト 
SS400 

引張り 
水平 

0.70 

鉛直 

0.40 

4 60＊ MPa 

せん断 14 70＊ MPa 

注記 ＊後打ちアンカー耐力による 

 

（５７）主配管（固有振動数 20Hz以上） 

 １．評価方法 

増設多核種除去設備の主配管のうち追設するものは，建屋との共振による加速度増大の防 

止を目的とし，はりモデルを使用して，配管系の固有振動数が 20Hz以上となるスパンを解 

析で算出し，配管系をこの定ピッチスパンで支持するように設計する。 

 

 ２．評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

(現行記載なし) 

 

 

別紙－２ 

耐震クラスの設定について 

 

（新規記載） 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

付録１ 

付録 1 スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 

Ｂクラス）の耐震性についての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性 

についての計算方法を示す。 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）に準拠する。 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 地震力は容器に対して水平方向に作用するものとする。 

 

（中略） 

 

付録２ 

付録 2. 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 

Ｂクラス）の耐震性についての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性につい 

ての計算方法を示す。 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）に準拠する。 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 地震力は容器に対して水平方向から作用するものとする。 

 

（中略） 

 

付録３ 

付録 3 横軸ポンプ及びスキッド（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，横軸ポンプ（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性についての計算 

方法を示す。なお，本基本方針はスキッドにも適用する。（その場合は，ポンプをスキッド 

と読み替える｡） 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）（以下「指針」という。）に準拠 

する。 

1.2 計算条件 

(1) ポンプ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 地震力はポンプに対して水平方向から作用するものとする。なお，横軸ポンプは剛体と 

みなせるため，鉛直方向の地震力は考慮しないものとする。 

（中略） 

 

付録１ 

付録 1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性に 

ついての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類ＢクラスおよびＢ＋ 

クラス）の耐震性についての計算方法を示す。 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）に準拠する。 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 地震力は容器に対して水平方向および鉛直方向に作用するものとする。 

 

（中略） 

 

付録２ 

付録 2 平底たて置円筒形容器の耐震性に 

ついての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類ＢクラスおよびＢ＋クラス） 

の耐震性についての計算方法を示す。 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）に準拠する。 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2)  地震力は容器に対して水平方向および鉛直方向から作用するものとする。 

 

（中略） 

 

付録３ 

付録 3 横軸ポンプ及びスキッドの耐震性に 

ついての計算書作成の基本方針 

 

1. 一般事項 

本基本方針は，横軸ポンプ（耐震設計上の重要度分類ＢクラスおよびＢ＋クラス）の耐震 

性についての計算方法を示す。なお，本基本方針はスキッドにも適用する。（その場合は， 

ポンプをスキッドと読み替える｡） 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987  

（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 62年 8月）（以下「指針」という。）に準拠 

する。 

1.2 計算条件 

(1) ポンプ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 地震力はポンプに対して水平方向および鉛直方向から作用するものとする。 

 

（中略） 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更および記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更および記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の変更および記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.3 記号の説明 

記 号 記   号   の   説   明 単  位 

Ａｂi ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｍ 原動機振動による震度 － 

Ｃｐ ポンプ振動による震度 － 

 

 

 

（中略） 

 

2. 計算方法 

 

（中略） 

 

2.2 応力の計算方法 

2.2.1 ボルトの応力 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 計算モデル（軸直角方向転倒） 

 

1.3 記号の説明 

記 号 記   号   の   説   明 単  位 

Ａｂi ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｖ 鉛直方向設計震度 － 

Ｃｍ 原動機振動による震度 － 

Ｃｐ ポンプ振動による震度 － 

 

（中略） 

 

2. 計算方法 

 

（中略） 

 

2.2 応力の計算方法 

2.2.1 ボルトの応力 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 計算モデル（軸直角方向転倒） 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価に関する記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価に関する記載の適正

化 

 

２４ １４ 

(ＣＨ＋Ｃｐ )・ｍｉ・g 

(1－ＣV－Ｃｐ )・ｍｉ・g 

転倒支点 

(１ｉ≦２ｉ) 

転  向  倒方 

ｈ
４

 

ｈ
２

 

ｈ
１

 

２２ １２ 

２１ １１ 

転倒支点となる 

ボルト列 
引張りを受ける 

ボルト列 

２i １i 
２４ １４ 

(ＣＨ＋Ｃｐ )・ｍｉ・g 

(1－Ｃｐ )・ｍｉ・g 

転倒支点 

(１ｉ≦２ｉ) 

転  向  倒方 

ｈ
４

 

ｈ
２

 

ｈ
１

 

２２ １２ 

２１ １１ 

転倒支点となる 

ボルト列 
引張りを受ける 

ボルト列 

２i １i 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 
図 2－2 計算モデル（軸方向転倒） 

 

 

 

(1) 引張応力 

（中略） 

引張力 

Ｆ
ｂｉ

＝
(Ｃ

Ｈ
+Ｃ

ｐ
) ∙ｍ

ｉ
∙ｇ ∙ｈ

ｉ
＋Ｍ

ｐ
－ (１－Ｃ

ｐ
) ∙ｍ

ｉ
∙ｇ ∙ｌ

１ｉ

ｎ
ｆｉ

∙ (ｌ
１ｉ

＋ｌ
２ｉ

)
 

  ··············································  (2.2.1) 

１iが負となる場合，(2.2.1)式中の（1－Ｃｐ）を（1＋Ｃｐ）に置き換える。 

 

（中略） 

 

 

 
 

図 2－2 計算モデル（軸方向転倒） 

 

 

 

(1) 引張応力 

（中略） 

引張力 

Ｆ
ｂｉ

＝
(Ｃ

Ｈ
+Ｃ

ｐ
) ∙ｍ

ｉ
∙ｇ ∙ｈ

ｉ
＋Ｍ

ｐ
－ (１－Ｃ

ｖ
－Ｃ

ｐ
) ∙ｍ

ｉ
∙ｇ ∙ｌ

１ｉ

ｎ
ｆｉ

∙ (ｌ
１ｉ

＋ｌ
２ｉ

)
 

  ··············································  (2.2.1) 

１iが負となる場合，(2.2.1)式中の（1－Ｃｖ－Ｃｐ）を（1－Ｃｖ＋Ｃｐ）に 

置き換える。 

（中略） 

 

 

 

耐震評価に関する記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価に関する記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒支点 

ｈ
１
 

(1－Ｃｐ)･ｍｉ・g 

(ＣＨ＋Ｃｐ)・ｍｉ・g 

  倒 方 転    向 

(１ｉ≦２ｉ) 

２４ １４ 

２２ １２ 

１１ ２１ 

ｈ
４
 

ｈ
２
 

転倒支点となる 
ボルト列 

引張りを受ける 
ボルト列 

１i ２i 

 

 

 

 

 

 

 
転倒支点 

ｈ
１
 

(1－ＣV－Ｃｐ )・ｍｉ・g 

 

(ＣＨ＋Ｃｐ)・ｍｉ・g 

(１ｉ≦２ｉ) 

２４ １４ 

２２ １２ 

１１ ２１ 

ｈ
４
 

ｈ
２
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－４ 

増設多核種除去設備の強度に関する計算書 

（中略） 

 

2. 強度評価 

（中略） 

 

2.4 主配管 

2.4.1 評価箇所 

  強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

添付資料－４ 

増設多核種除去設備の強度に関する計算書 

（中略） 

 

2. 強度評価 

（中略） 

 

2.4 主配管 

2.4.1 評価箇所 

  強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

Ａ系列と同様

④

配管概略図（２／１２～５／１２）

図－４ 配管概略図（１／１２）

⑤

⑤

④

②
③

④

④

④

②
③

Ａ系列

Ｂ系列

Ａ系列と同様

Ｃ系列

Ｆ

処理水
受入タンク２

Ｆ

多核種除去設備
配管概略図（１／１８）
より

①

① ①

① ①

①① ②

②

④

配管概略図（６／１２）
移送タンク１へ

配管概略図（６／１２）
移送タンク２へ

⑤

記号凡例
PE：ポリエチレン管

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

供給ポンプ１Ｂへ

供給ポンプ１Ｃへ

⑤

出口フィルタＣより

出口フィルタＢより

供給ポンプ１Ａへ

出口フィルタＡより

処理水
受入タンク１

PE

多核種除去設備
配管概略図（１／１８）
より

PE

図－４ 配管概略図（２／１２）

共沈
タンクＡ

供給ポンプ１Ａ

⑥④④

供給
タンクＡ

⑦

Ｆ Ｆ
Ｆ

⑨

⑩

⑧

⑭

⑨

⑮ ⑮

⑨

⑨

⑨

⑨ ⑨

⑮

⑨

⑨

⑨ ⑨

⑨

供給ポンプ２Ａ

クロスフロー
フィルタ１Ａ

クロスフロー
フィルタ２Ａ

クロスフロー
フィルタ３Ａ

クロスフロー
フィルタ４Ａ

クロスフロー
フィルタ６Ａ

クロスフロー
フィルタ５Ａ

配管概略図（３／１２）
吸着塔入口バッファタンクへ

④

Ｆ

④

④

⑨

⑮

Ｆ

⑨

⑮
⑫

配管概略図（１／１２）
処理水受入タンクより

循環ポンプＡ

⑨

⑬ ⑭

⑪*

⑯

⑨⑨
⑨

⑯*

⑯

⑯*

⑯

⑯

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

㉛㉛㉛

注記＊：管継手

配管概略図（１２／１２）
炭酸ソーダ貯槽より

㉞

図－４ 配管概略図（１／１４） 

図－４ 配管概略図（２／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

(現行記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(現行記載なし) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加 

図－４ 配管概略図（３／１４） 

図－４ 配管概略図（４／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

吸着塔入口
バッファ
タンクＡ

配管概略図（２／１２）
クロスフローフィルタＡより

ブースターポンプ１Ａ

多核種
吸着塔１Ａ

多核種
吸着塔２Ａ

多核種
吸着塔３Ａ

多核種
吸着塔４Ａ

多核種
吸着塔５Ａ

⑧

⑨

⑱ ⑲ ⑱ ⑱

⑱

⑱
⑱

⑱

⑱
⑱

⑱

⑱ ⑱

⑱

⑱

⑱

⑱ ⑱

⑱

⑱

⑱⑱

⑤ ⑳

⑱

塩酸供給

⑱

⑱

⑤
配管概略図（４／１２）
多核種吸着塔６Ａへ

図－４ 配管概略図（３／１２）

⑰

⑱

⑱ ⑱

⑱

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

多核種
吸着塔６Ａ

多核種
吸着塔８Ａ

多核種
吸着塔９Ａ

多核種
吸着塔１０Ａ

多核種
吸着塔１１Ａ

⑤ ⑤

⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤

⑤
⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

ブースターポンプ２Ａ

⑤ ⑤ ⑤

⑤

⑤

配管概略図（５／１２）
多核種吸着塔１２Ａへ

図－４ 配管概略図（４／１２）

配管概略図（３／１２）
多核種吸着塔５Ａより

⑤ ⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤

⑤
⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

㉑

多核種
吸着塔７Ａ

図－４ 配管概略図（５／１４） 

図－４ 配管概略図（６／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造および連絡配

管追設に伴う記載の変更及び

追加、その他記載の適正化 

 

多核種
吸着塔１２Ａ

多核種
吸着塔１３Ａ

多核種
吸着塔１４Ａ

⑤ ⑤

⑤

⑤

配管概略図（１／１２）
移送タンク１へ

出口フィルタＡ

配管概略図（４／１２）

ブースター
ポンプ２Ａより

⑤
⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤

⑤
⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤
⑤

⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤

⑤

Ｆ

配管概略図（１／１２）
移送タンク２へ

図－４ 配管概略図（５／１２）

⑤

⑤

⑤ ⑤

⑤

⑤

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

多核種
吸着塔１５Ａ

多核種
吸着塔１６Ａ

多核種
吸着塔１７Ａ

多核種
吸着塔１８Ａ

図－４ 配管概略図（６／１２）

移送タンク２

⑤

配管概略図（１／１２）
出口フィルタより

配管概略図（１／１２）
出口フィルタより

移送ポンプ１

㉖

移送ポンプ２

㉖

増設多核種
除去設備用
処理済水一時
貯留タンクＡ

増設多核種

除去設備用
処理済水一時
貯留タンクＢ

増設多核種
除去設備用
処理済水一時
貯留タンクＣ

②

配管概略図（７／１２）
処理済水移送配管へ

記号凡例
PE：ポリエチレン管

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

㉒

㉒

㉒

㉒

㉓ ㉔ ㉕

㉗㉓ ㉔

㉕ ㉕

㉕

㉔

㉕ ㉕

㉗

増設多核種除去設備用
移送ポンプＡ

増設多核種除去設備用
移送ポンプＢ

Ｆ

㉘ ㉘ ㉘

㉘

㉚㉙

㉘ ㉘ ㉘㉚㉙

㉔

移送タンク１

PE

PE

PE

PE PE

PE PE

PEPE

PE

PE

PE PE

PEPE

多核種処理水
貯槽

(K3エリア
(A))

PE

PE

配管概略図（１２/１２）
炭酸ソーダ溶解槽へ

㉖

㉖

㉖

㉖

多核種処理水
貯槽

(K4エリア
(D))

多核種処理水
貯槽

(K4エリア
(A))

PE

PE PE

PE

高性能多核種除去設備配管概略図（８／１２）へ

又は高性能多核種除去設備配管概略図（８／１２）より

図－４ 配管概略図（７／１４） 

図－４ 配管概略図（８／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

図－４ 配管概略図（７／１２）

記号凡例
PE：ポリエチレン管

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

配管概略図（６／１２）

増設多核種除去

設備用移送ポンプより

多核種処理水貯槽へ

多核種除去設備
処理済水移送ポンプ（Ａ）より

多核種除去設備
処理済水移送ポンプ（Ｂ）より

多核種処理水貯槽へ

配管概略図（８／１２）

多核種処理水貯槽へ

配管概略図（９／１２）

多核種処理水貯槽へ

PE

配管概略図（１０／１２）

多核種処理水貯槽へ

PE

配管概略図（１１／１２）

多核種処理水貯槽へ

PE

PE

PE
PE

PE

PE

PE1

1

1

多核種処理水
貯槽

(J4エリア
(E))

多核種処理水
貯槽

(J6エリア
(C))

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す

配管構成は変更となる場合がある

多核種処理水
貯槽

(J7エリア
(A))

多核種処理水
貯槽

(J7エリア
(D))

PE

PE

PE PE

PEPEPE

PE PE PEPE

PE

PE

高性能多核種除去設備配管概略図（８／１２）へ

又は高性能多核種除去設備配管概略図（８／１２）より

PE

PE

図－４ 配管概略図（８／１２）

記号凡例
PE：ポリエチレン管

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

PE PE PE

PE PE

配管概略図（７／１２）

処理済水移送配管より

多核種処理水
貯槽

(H1エリア
(F))

多核種処理水

貯槽
(H1エリア

(C))

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す

配管構成は変更となる場合がある

多核種処理水

貯槽
(H1東エリア

(A))

PE

PE

図－４ 配管概略図（９／１４） 

図－４ 配管概略図（１０／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

図－４ 配管概略図（１１／１４） 

図－４ 配管概略図（１２／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更及び追加、その他記載の適

正化 

図－４ 配管概略図（１１／１２）

記号凡例
PE：ポリエチレン管

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

PE PE

PE

PE

配管概略図（７／１２）

処理済水移送配管より

PE

多核種処理水
貯槽

(J4エリア
(K))

多核種処理水
貯槽

(J3エリア
(B))

多核種処理水
貯槽

(J3エリア
(E))

多核種処理水
貯槽

(J3エリア
(F))

多核種処理水
貯槽

(J4エリア
(B))

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す

配管構成は変更となる場合がある

図－４ 配管概略図（１２／１２）

配管概略図（２/１２）
共沈タンクＡへ

炭酸ソーダ
溶解槽１

炭酸ソーダ
溶解槽１
移送ポンプ

炭酸ソーダ
溶解槽２

炭酸ソーダ

溶解槽２
移送ポンプ

炭酸ソーダ
溶解槽３

炭酸ソーダ
溶解槽３
移送ポンプ

㉖

炭酸ソーダ
貯槽１

炭酸ソーダ
貯槽２

炭酸ソーダ貯槽１
供給ポンプＣへ

Ａ系列と同様

炭酸ソーダ貯槽１
供給ポンプＢへ

Ａ系列と同様

Ｆ

炭酸ソーダ貯槽１

供給ポンプＡ

共沈タンクＣへ

共沈タンクＢへ

配管概略図（６/１２）
移送ポンプ１,２より

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

㉖

Ｆ

⑧

Ｆ

Ｆ

⑧

⑧

記号凡例
ホ：耐圧ホース

図中の番号は，2.4.3の番号に対応する。

㉜

㉜ ㉜㊶ ㊵

㉝ ㉝ ㉞ ㉞

㉞

㉞

㉞

㉞㉝㉝

㊵㉜㉜㊶

㉜

㉜

㊶ ㉜ ㉜ ㊵

ホ

ホ

ホ㉝ ㉝ ㉞

ホ

ホ

㉞

㉞
㉞

ホ

ホ

ホ ホ

㉞

㉞

㉞ ㊷

㊷

㊷

㊷

㉞ ㉟

ホ

㊱

㊱

㉟㉞

㉞ホ㉞㉞ ㊴㊳㊲

㊳ ㊸ ㊳㊳

炭酸ソーダ貯槽２
移送ポンプ１

炭酸ソーダ貯槽２
移送ポンプ２

多核種除去設備

配管概略図（１７/１８）へ

㊲ ホ ㊲ ㊳ ㊸ ㊳ ㊳ ㊳ ㊹ PE

図－４ 配管概略図（１３／１４） 

図－４ 配管概略図（１４／１４） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.4.2 評価方法 

 

（中略） 

 

2.4.3 評価結果 

 

(中略) 

 

表－９ 配管の評価結果（管厚） 

No. 
外径 

（mm） 
材料 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃） 

必要厚さ

（mm） 

最小厚さ

（mm） 

26 48.60 STPG370 0.98 60 2.20 3.20 

27 114.30 SUS316L 0.98 60 0.52 5.25 

28 114.30 SUS316L 0.98 40 0.51 5.25 

29 89.10 SUS316L 0.98 40 0.40 4.81 

30 60.50 SUS316L 0.98 40 0.27 3.40 

31 323.90 SUS316L 0.98 60 1.45 2.70 

32 27.20 SUS316L 0.98 60 0.21 2.61 

33 48.60 SUS316L 静水頭 60 － 3.20 

34 48.60 SUS316L 0.50 60 0.12 3.20 

35 48.60 SUS316L 0.50 60 0.12 4.46 

36 139.80 SUS316L 静水頭 60 － 5.77 

37 76.30 SUS316L 静水頭 60 － 4.55 

38 76.30 SUS316L 0.50 60 0.18 4.55 

39 34.00 SUS316L 0.50 60 0.08 2.90 

40 27.20 STPG370 0.98 60 1.70 2.40 

41 21.70 SUS316L 0.98 60 0.17 2.52 

42 21.70 SUS316L 0.50 60 0.05 2.52 

43 60.50 SUS316L 0.50 60 0.14 3.40 

44 89.10 SUS316L 0.50 60 0.21 4.81 

 

 

2.4.2 評価方法 

 

（中略） 

 

2.4.3 評価結果 

 

(中略) 

 

表－９ 配管の評価結果（管厚） 

No. 
外径 

（mm） 
材料 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃） 

必要厚さ

（mm） 

最小厚さ

（mm） 

26 48.60 STPG370 0.98 60 2.20 3.20 

27 114.30 SUS316L 0.98 60 0.52 5.25 

28 114.30 SUS316L 0.98 40 0.51 5.25 

29 89.10 SUS316L 0.98 40 0.40 4.81 

30 60.50 SUS316L 0.98 40 0.27 3.40 

31 323.90 SUS316L 0.98 60 1.45 2.70 

32 27.20 SUS316L 0.98 60 0.21 2.61 

33 48.60 SUS316L 静水頭 60 － 3.20 

34 48.60 SUS316L 0.50 60 0.12 3.20 

35 48.60 SUS316L 0.50 60 0.12 4.46 

36 139.80 SUS316L 静水頭 60 － 5.77 

37 76.30 SUS316L 静水頭 60 － 4.55 

38 76.30 SUS316L 0.50 60 0.18 4.55 

39 34.00 SUS316L 0.50 60 0.08 2.90 

40 27.20 STPG370 0.98 60 1.70 2.40 

41 21.70 SUS316L 0.98 60 0.17 2.52 

42 21.70 SUS316L 0.50 60 0.05 2.52 

43 60.50 SUS316L 0.50 60 0.14 3.40 

44 89.10 SUS316L 0.50 60 0.21 4.81 

45 34.00 SUS316L 0.98 60 0.15 2.90 

46 48.60 SUS316L 0.98 60 0.21 3.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

2.5.3 評価結果 

 

（中略） 

 

(現行記載なし) 

 

 

 

 
 

 

（中略） 

 

2.6.3 評価結果 

 

（中略） 

 

2.7 反応／凝集槽，沈殿槽，上澄み水タンク 

2.7.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－７－１～図－７－３に示す。 

 

図－７－１ 反応／凝集槽 概要図          図－７－２ 沈殿槽 概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７－３ 上澄み水タンク 概要図 

 

図中の番号は，2.7.2及び 2.7.3の番号に対応する。 

 
 

 

 

記載の追加 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 
 

 

2.7.2 評価方法 

(1)胴の厚さの評価 

開放タンクの胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a.規格上必要な最小厚さ：ｔ1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた場合は 1.5mmとす

る。 

 

b.胴の計算上必要な厚さ：ｔ2 

ｔ２：必要厚さ (mm) 

Ｄi：胴の内径 (m) 

Ｈ：水頭 (m) 

ρ：液体の比重。 

ただし，１未満の場合は１とする。 

Ｓ：許容引張応力(MPa) 

η：継手効率 (-) 

 

 

(2)鏡板の厚さの評価 

さら形鏡板の場合で，中低面に圧力を受ける物については，下記式により計算した値以上の厚さ

とする。 

a.鏡板の計算上必要な厚さ：t 

ｔ：必要厚さ (mm) 

P：最高使用圧力 (MPa) 

R：鏡板の中央部における内面の半径 (mm) 

W：さら型鏡板の形状による係数 

η：継手効率(-) 

Ｓ：許容引張応力 (MPa)  

 
 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 t2＝
Di・H・ρ

0.204・S・η

t＝
P・R・W

２S・η－0.2P

50



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.2 増設多核種除去設備） 

37 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 

 
 

 

(3)管台の厚さの評価 

管台に必要な厚さは，次に揚げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a.管台の計算上必要な厚さ：ｔ1 

ｔ1：必要厚さ (mm) 

Ｄi：管台の内径(m) 

Ｈ：水頭(m) 

ρ：液体の比重。 

ただし，１未満の場合は１とする。 

Ｓ：許容引張応力(MPa)  

η：継手効率(-) 

 

b.規格上必要な厚さ：ｔ2 

管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1より求めた管台の厚さとする。 

 

 

(4)平板の厚さの評価 

平板に必要な厚さは，次に掲げる値とする。 

a.平板の計算上必要な厚さ：t 

 

      𝑡 = 𝑑 ∙ √
𝐾 ∙ 𝑃

𝑆
 

t：必要厚さ (mm) 

d：平板の径 (mm) 

K：取付方法による係数 (-) 

P：最高使用圧力(MPa) 

S：許容引張応力 (MPa) 

 

(5)胴の穴の補強計算 

a.補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きくなるようにする

こと。 

b.大きい穴の補強を要しない穴の最大径 

内径が 1500mm以下の胴に設ける穴の径が胴の内径の２分の１（500mmを超える場合は，

500mm）以下および内径が 1500mmを超える胴に設ける穴の径が胴の内径の３分の１（1000mmを

超える場合は，1000mm）以下の場合は，大きい穴の補強計算は必要ない。 

c.溶接部の強度として，予想される破断箇所の強さが，溶接部の負うべき荷重以上であること。 

 
 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

t1＝
Di・H・ρ

0.204・S・η
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 

 
 

 

2.7.3 評価結果 

評価結果を表－１２～１４に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評価し

ている。 

 

表－１２－１ 反応／凝集槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 
必要厚さ

（mm） 

最小厚さ

（mm） 

反応／凝集槽 

Ａ，Ｃ 

（１）胴板の厚さ 3.0 3.7 

（２）鏡板の厚さ 1.2 2.9 

（３）管台の厚さ（スラリー出口） 3.5 4.7 

（３）管台の厚さ（原水入口） 2.4 2.4 

（３）管台の厚さ（液入口） 1.7 1.9 

（３）管台の厚さ（返送スラリー入口） 1.7 1.9 

（３）管台の厚さ（炭酸ソーダ入口） 1.7 1.9 

（３）管台の厚さ（ドレン） 2.7 3.5 

 

表－１２－２ 反応／凝集槽の評価結果（胴の穴の補強計算） 

機器名称 評価項目 評価結果 

反応／凝集槽 

Ａ，Ｃ 

（５）胴 

（スラリー出口） 

補強に必要な面積 

（mm2） 

補強に有効な総面積 

（mm2） 

80 560 

大きな穴の補強を 

要しない最大径（mm） 

穴の径 

（mm） 

766 151 

溶接部の負うべき荷重 

（N） 

予想される破断箇所の 

強さ（N） 

-40000 －※１ 

※１ 溶接部の負うべき荷重が負であり，溶接部の強度計算は不要 

 

表－１３－１ 沈殿槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 
必要厚さ

（mm） 

最小厚さ

（mm） 

沈殿槽 

Ａ，Ｃ 

（１）胴板の厚さ 1.5 3.9 

（２）鏡板の厚さ 1.2 3.2 

（３）管台の厚さ（スラリー入口） 3.5 5.4 

（３）管台の厚さ（上澄み水出口） 3.5 5.4 

（３）管台の厚さ（濃縮スラリー出口） 2.4 2.6 

（３）管台の厚さ（サンプ部） 3.5 3.9 

（４）平板の厚さ 9.1 22.2 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(現行記載なし) 

 
 

 

表－１３－２ 沈殿槽の評価結果（胴の穴の補強計算） 

機器名称 評価項目 評価結果 

沈殿槽 

Ａ，Ｃ 

（５）鏡板 

（サンプ部） 

補強に必要な面積 

（mm2） 

補強に有効な総面積 

（mm2） 

390 2000 

大きな穴の補強を 

要しない最大径（mm） 

穴の径 

（mm） 

766 750 

溶接部の負うべき荷重 

（N） 

予想される破断箇所の 

強さ（N） 

-180000 －※１ 

※１ 溶接部の負うべき荷重が負であり，溶接部の強度計算は不要 

 

 

表－１４－１ 上澄み水タンクの評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 
必要厚さ

（mm） 

最小厚さ

（mm） 

上澄み水タンク 

Ａ，Ｃ 

（１）胴板の厚さ 1.5 3.9 

（２）鏡板の厚さ 0.4 3.2 

（３）管台の厚さ（上澄み水入口） 3.5 5.4 

（３）管台の厚さ（上澄み水出口） 2.4 2.6 

 

表－１４－２ 上澄み水タンクの評価結果（胴の穴の補強計算） 

機器名称 評価項目 評価結果 

上澄み水タン

ク 

Ａ，Ｃ 

（５）胴（上澄み

水入口） 

補強に必要な面積 

（mm2） 

補強に有効な総面積 

（mm2） 

30 680 

大きな穴の補強を 

要しない最大径（mm） 

穴の径 

（mm） 

500 151 

溶接部の負うべき荷重 

（N） 

予想される破断箇所の 

強さ（N） 

-63000 －※１ 

※１ 溶接部の負うべき荷重が負であり，溶接部の強度計算は不要 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－５ 

 

流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止に関する計算書 

1. 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 

 

（中略） 

 

 
2.増設多核種除去設備建屋の堰に関する説明 

 

（中略） 

 

表－２ 堰の名称、主要寸法、材料 

名 称 増設多核種除去設備建屋 堰 

主要寸法 
堰の高さ 310mm以上 

床・堰の塗装 床面及び床面から堰の高さまで 

材 料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・堰の塗装 エポキシ樹脂系 

 

名 称 増設多核種除去設備建屋 堰（クレーンレール基

礎） 

主要寸法 
堰の高さ 310mm以上 

床・堰の塗装 床面及び床面から堰の高さまで 

材 料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・堰の塗装 エポキシ樹脂系 

 

（中略） 

 

添付資料－５ 

 

流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止に関する計算書 

1. 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 

 

（中略） 

 

 
2.増設多核種除去設備建屋の堰に関する説明 

 

（中略） 

 

表－２ 堰の名称、主要寸法、材料 

名 称 増設多核種除去設備建屋 堰 

主要寸法 
堰の高さ 330mm以上 

床・堰の塗装 床面及び床面から堰の高さまで 

材 料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・堰の塗装 エポキシ樹脂系 

 

名 称 増設多核種除去設備建屋 堰（クレーンレール基

礎） 

主要寸法 
堰の高さ 330mm以上 

床・堰の塗装 床面及び床面から堰の高さまで 

材 料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・堰の塗装 エポキシ樹脂系 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

変更 

 

 

表－１ 施設外への漏えい防止能力の評価（増設多核種除去設備） 

容器名称 

設 置 場 所 
容器容量 

（ｍ3）※１ 

容器設置区画 

内床面積※２ 

（ｍ2） 

見込み高さ 

※３ 

（ｃｍ） 

漏えい廃液全 

量を貯留する 

ために必要な 

堰の高さ 

（ｃｍ） 

拡大防止 

堰の高さ 

（ｃｍ） 

評 価 

建屋名 
設計 G.L.

（ｍ） 
① ② ③ 

④＝①/② 

×100+③ 
⑤ 

容器設置区画の拡大

防止堰の高さは、各

容器からの漏えい廃

液全量を貯留するた

めに必要な堰の高さ

を満足しており、施

設外への漏えいを防

止できる。 

処理水受入 

タンク等 

増設多核 

種除去設 

備建屋 

T.P.36.2 622.1 4371.5  15.8 30.0 31以上 

注記  ※１ ： 保守的に建屋内に設置する全容器の総容量としている 

    ※２ ： 容器設置区画内の内のり面積 

    ※３ ： 基礎体積による高さ増加分（基礎体積÷当該容器設置区画内床面積）を考慮した値 

 

表－１ 施設外への漏えい防止能力の評価（増設多核種除去設備） 

容器名称 

設 置 場 所 
容器容量 

（ｍ3）※１ 

容器設置区画 

内床面積※２ 

（ｍ2） 

見込み高さ 

※３ 

（ｃｍ） 

漏えい廃液全 

量を貯留する 

ために必要な 

堰の高さ 

（ｃｍ） 

拡大防止 

堰の高さ 

（ｃｍ） 

評 価 

建屋名 
設計 G.L.

（ｍ） 
① ② ③ 

④＝①/② 

×100+③ 
⑤ 

容器設置区画の拡大

防止堰の高さは、各

容器からの漏えい廃

液全量を貯留するた

めに必要な堰の高さ

を満足しており、施

設外への漏えいを防

止できる。 

処理水受入 

タンク等 

増設多核 

種除去設 

備建屋 

T.P.36.2 684.5 4371.5  17.0 32.7 33以上 

注記  ※１ ： 保守的に建屋内に設置する全容器の総容量としている 

    ※２ ： 容器設置区画内の内のり面積 

    ※３ ： 基礎体積による高さ増加分（基礎体積÷当該容器設置区画内床面積）を考慮した値 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－７ 

 

増設多核種除去設備の具体的な安全確保策 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 
 

（中略） 

e. タンク増設に合わせて敷設する耐圧ホース，ポリエチレン管は設計・建設規格（JSME） 

に記載のない非金属材料である為，日本工業規格（JIS），日本水道協会規格（JWWA）， 

ISO規格，製品の試験データ等を用いて設計を行う。なお，耐圧ホース，ポリエチレ 

ン管の耐震性については，可撓性を有しており地震による有意な応力は発生しない。 
 

(2) 漏えい検知・漏えい拡大防止・混水防止 

a. 増設多核種除去設備は，スキッド毎に漏えいパン及び漏えい検知器を設け，漏えいを 

早期に検知する。また，増設多核種除去設備設置エリアの最外周及び系統毎に，漏え 

いの拡大を防止する堰及び漏えい検知器を設ける（図１）。トレーラヤードには，ス 

ロープ堰を設置する。 
 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

添付資料－７ 

 

増設多核種除去設備の具体的な安全確保策 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 
 

（中略） 

e. 耐圧ホース，ポリエチレン管は設計・建設規格（JSME）に記載のない非金属材料であ 

る為，日本産業規格（JIS），日本水道協会規格（JWWA），ISO規格，製品の試験デ 

ータ等を用いて設計を行う。なお，耐圧ホース，ポリエチレン管の耐震性については， 

可撓性を有しており地震による有意な応力は発生しない。 
 

(2) 漏えい検知・漏えい拡大防止・混水防止 

a. 増設多核種除去設備は，スキッド毎に漏えいパン及び漏えい検知器を設け，漏えいを 

早期に検知する。また，増設多核種除去設備設置エリアの最外周及び系統毎に，漏え 

いの拡大を防止する堰及び漏えい検知器を設ける（図１）。トレーラヤードには，ス 

ロープ堰を設置する。 
 

（中略） 

 

(3) 検討用地震動に対する考慮 

増設多核種除去設備のうち，処理前・処理中の液体を内包する設備は，検討用地震動（最 

大加速度 900gal。以下「Ss900」という。）に対して海洋に流出するおそれのない設計とす 

る。ただし，建屋・構築物の設置後に本設計方針を適用する場合は，Ss900 に対する評価を 

行い，評価にて健全性が確認できない場合には施工上可能な範囲で補強等の対策工事を行 

う。また，当該対策を講じても地震発生時に海洋に流出するおそれがある場合は、液体を 

速やかに回収する機動的対応がとれるよう必要な機材、体制等を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震評価方針の見直しによる

記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2. 放射線遮へい・崩壊熱除去 

(1) 放射線遮へい（被ばくに対する考慮） 

a. 増設多核種除去設備からの放射線による雰囲気の線量当量率が 0.1mSv/h以下（放射 

線業務従事者が作業を行う位置で，遮へい体を含む機器表面から 1mの位置）となる 

よう適切な遮へいを設ける。また，最寄りの評価点(No.70)における直接線・スカイ 

シャイン線の評価結果は年間約 0.03mSvとなる。 

評価点 年間線量（mSv/年） 

No.70 0.03 

（参考）No.66 0.024 

（参考）No.71 0.023 

 

（中略） 

 
図１ 堰及び漏えい検出装置 

 

2. 放射線遮へい・崩壊熱除去 

(1) 放射線遮へい（被ばくに対する考慮） 

a. 増設多核種除去設備からの放射線による雰囲気の線量当量率が 0.1mSv/h以下（放射 

線業務従事者が作業を行う位置で，遮へい体を含む機器表面から 1mの位置）となる 

よう適切な遮へいを設ける。また，最寄りの評価点(No.70)における直接線・スカイ 

シャイン線の評価結果は年間約 0.03mSvとなる。 

評価点 年間線量（mSv/年） 

No.70 0.034 

（参考）No.66 0.027 

（参考）No.71 0.026 

 

（中略） 

 
図１ 堰及び漏えい検出装置 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

 

記載の適正化（高性能容器の紫

表示を緑表示に変更） 

 

 

 
図１ 堰及び漏えい検出装置 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

別添－４ 

 

処理済水による炭酸ソーダ生成・供給に係る機器の具体的な安全確保策 

 

（中略） 

 

5. 規格・基準等 

「JSME S NC-1発電用原子力設備規格 設計・建設規格」，日本工業規格（JIS規格），ISO規格を準拠

する。 
 

（中略） 

 

 

（中略） 

 

別添－４ 

 

処理済水による炭酸ソーダ生成・供給に係る機器の具体的な安全確保策 

 

（中略） 

 

5. 規格・基準等 

「JSME S NC-1発電用原子力設備規格 設計・建設規格」，日本産業規格（JIS 規格），ISO規格を準拠

する。 
 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－９ 

 

増設多核種除去設備に係る確認事項 

 

増設多核種除去設備に係る主要な確認事項を表－１～１２に示す。 

表－１ 確認事項（処理水受入タンク，共沈タンク，供給タンク， 

吸着塔入口バッファタンク，移送タンク） 

 

 

（中略） 

 

表－４ 確認事項（供給ポンプ１，２，循環ポンプ， 

ブースターポンプ１，２，移送ポンプ，増設多核種除去設備用移送ポンプ） 

 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－８ 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置） 

（中略） 

表－９ 確認事項（エリア放射線モニタ） 

（中略） 

表－１０ 確認事項（基礎） 

（中略） 

表－１１ 確認事項（堰その他の設備） 

（中略） 

表－１２ 確認事項（増設多核種除去設備） 

（中略） 

 

 

添付資料－９ 

 

増設多核種除去設備に係る確認事項 

 

増設多核種除去設備に係る主要な確認事項を表－１～１２に示す。 

表－１ 確認事項（処理水受入タンク，共沈タンク，供給タンク， 

吸着塔入口バッファタンク，移送タンク，反応／凝集槽，沈殿槽， 

上澄み水タンク） 

 

（中略） 

 

表－４ 確認事項（供給ポンプ１，２，循環ポンプ， 

ブースターポンプ１，２，移送ポンプ，増設多核種除去設備用移送ポンプ， 

スラリー循環ポンプ，上澄み水ポンプ） 

 

（中略） 

 

表－８ 確認事項（主配管（耐圧ホース）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料について

記録を確認する。 

実施計画のとおりであるこ

と。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法（外径相

当）について記録を確認する。 

実施計画のとおりであるこ

と。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 配管の据付状態について確認する。 
実施計画のとおり施工・据付

されていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

確認圧力で保持した後，確認圧力に耐え

ていることを記録により確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏えい

の有無を記録により確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物

の変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいがな

いこと。 

機能・性能 通水確認 通水ができることを確認する。 通水ができること。 

 

 

表－９ 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置） 

（中略） 

表－１０ 確認事項（エリア放射線モニタ） 

（中略） 

表－１１ 確認事項（基礎） 

（中略） 

表－１２ 確認事項（堰その他の設備） 

（中略） 

表－１３ 確認事項（増設多核種除去設備） 

（中略） 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の

追加 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

増設多核種除去設備の溶接部に係る主要な確認事項を表－１３～１６に示す。 

 

表－１３ 確認事項（タンク、吸着塔、主配管の溶接検査） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定基準 

溶接検査 

材料検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

溶接に使用する材料

が、溶接規格等に適

合するものであり、

溶接施工法の母材の

区分に適合すること

を確認する。 

溶接に使用する材料

が、溶接規格等に適

合するものであり、 

溶接施工法の母材の

区分に適合するもの

であること。 

開先検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

開先形状等が溶接規

格等に適合するもの

であることを確認す

る。 

開先形状等が溶接規

格等に適合するもの

であること。 

 

 

増設多核種除去設備の溶接部に係る主要な確認事項を表－１４～１７に示す。 

 

表－１４ 確認事項（タンク、吸着塔、主配管の溶接検査） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定基準 

溶接検査 

材料検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

溶接に使用する材料

が、溶接規格等に適

合するものであり、

溶接施工法の母材の

区分に適合すること

を確認する。 

溶接に使用する材料

が、溶接規格等に適

合するものであり、 

溶接施工法の母材の

区分に適合するもの

であること。 

⑦処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm を

超える主配管 

⑧反応／凝集槽 

⑨沈殿槽 

⑩上澄み水タン

ク 

材料が溶接規格等に

適合するものであ

り、溶接施工法の母

材の区分に適合する

ことを確認する。 

材料が溶接規格等に

適合するものであ

り、溶接施工法の母

材の区分に適合する

ものであること。 

開先検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

⑦処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm を

超える主配管 

⑧反応／凝集槽 

⑨沈殿槽 

⑩上澄み水タン

ク 

開先形状等が溶接規

格等に適合するもの

であることを確認す

る。 

開先形状等が溶接規

格等に適合するもの

であること。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

溶接作業 

検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

あらかじめ確認され

た溶接施工法又は実

績のある溶接施工法

又は管理されたプロ

セスを有する溶接施

工法であることを確

認する。あらかじめ確

認された溶接士によ

り溶接が行われてい

ることを確認する。 

あらかじめ確認され

た溶接施工法および

溶接士により溶接施

工をしていること。 

非破壊試験 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

溶接部（最終層）につ

いて非破壊検査（浸

透探傷検査）を行い、

その試験方法及び結

果が溶接規格等に適

合するものであるこ

とを確認する。 

溶接部（最終層）につ

いて非破壊検査（浸

透探傷検査）を行い、

その試験方法及び結

果が溶接規格等に適

合するものであるこ

と。 

 

 

 

溶接作業 

検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

⑦処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm を

超える主配管 

⑧反応／凝集槽 

⑨沈殿槽 

⑩上澄み水タン

ク 

あらかじめ確認され

た溶接施工法又は実

績のある溶接施工法

又は管理されたプロ

セスを有する溶接施

工法であることを確

認する。あらかじめ確

認された溶接士によ

り溶接が行われてい

ることを確認する。 

あらかじめ確認され

た溶接施工法および

溶接士により溶接施

工をしていること。 

非破壊試験 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm以

上の主配管 

溶接部（最終層）につ

いて非破壊検査（浸

透探傷検査）を行い、

その試験方法及び結

果が溶接規格等に適

合するものであるこ

とを確認する。 

溶接部（最終層）につ

いて非破壊検査（浸

透探傷検査）を行い、

その試験方法及び結

果が溶接規格等に適

合するものであるこ

と。 

⑦処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm を

超える主配管 

⑧反応／凝集槽 

⑨沈殿槽 

⑩上澄み水タン

ク 

溶接部について非破

壊検査を行い、その試

験方法及び結果が溶

接規格等に適合する

ものであることを確

認する。 

溶接部について非破

壊検査を行い、その

試験方法及び結果が

溶接規格等に適合す

るものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理装置改造に伴う記載の
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

機械試験 ⑤吸着塔 

溶接部を代表する試

験片にて機械試験を

行い、当該試験片の

機械的性質が溶接規

格等に適合している

ものであることを確

認する。 

溶接部を代表する試

験片にて機械試験を

行い、当該試験片の

機械的性質が溶接規

格等に適合している

ものであること。 

耐圧・ 

漏えい検査 

外観検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐えて

いること及び耐圧部

分から漏えいがない

ことを確認する。 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐え

ていること及び耐圧

部分から漏えいがな

いこと及び外観上、

傷・へこみ・変形等

の異常がないこと。 

 

 

 

機械試験 ⑤吸着塔 

溶接部を代表する試

験片にて機械試験を

行い、当該試験片の

機械的性質が溶接規

格等に適合している

ものであることを確

認する。 

溶接部を代表する試

験片にて機械試験を

行い、当該試験片の

機械的性質が溶接規

格等に適合している

ものであること。 

耐圧・ 

漏えい検査 

外観検査 

①処理水受入タ

ンク 

②共沈タンク 

③供給タンク 

④吸着塔入口ﾊﾞｯ

ﾌｧﾀﾝｸ 

⑤吸着塔 

⑥処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm 以

上の主配管 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐え

ていること及び耐圧

部分から漏えいがな

いことを確認する。 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐え

ていること及び耐圧

部分から漏えいがな

いこと及び外観上、

傷・へこみ・変形等

の異常がないこと。 

耐圧・ 

漏えい検査 ⑦処理水受入タ

ンク～吸着塔ま

での外径 61mm を

超える主配管 

⑧反応／凝集槽 

⑨沈殿槽 

⑩上澄み水タン

ク 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐え

ていることを確認す

る。耐圧確認終了

後、耐圧部分からの

漏えいの有無を確認

する。 

検査圧力で保持した

後、検査圧力に耐え

ていること。耐圧確

認終了後、耐圧部分

からの漏えいがない

こと。 

外観検査 

耐圧・漏えい検査後

外観上、傷・へこ

み・変形等の異常が

ないことを確認す

る。 

外観上、傷・へこ

み・変形等の異常が

ないこと。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表－１４ 確認事項（タンクの汚染水入口ノズルと天板の溶接部） 

（中略） 

表－１５ 確認事項（海外製品溶接検査） 

（中略） 

表－１６ 確認事項（クロスフローフィルタ接続管の溶接部） 

（中略） 

 

増設多核種除去設備の薬品供給設備に係る主要な確認事項を表－１７～２２に示す。 

 

表－１７ 確認事項（炭酸ソーダ溶解槽，炭酸ソーダ貯槽） 

（中略） 

表－１８ 確認事項（炭酸ソーダ溶解槽移送ポンプ，炭酸ソーダ貯槽１供給ポンプ，炭酸 

          ソータ貯槽２移送ポンプ） 

（中略） 

表－１９ 確認事項（主配管（鋼管）） 

（中略） 

表－２０ 確認事項（耐圧ホース） 

（中略） 

表－２１ 確認事項（薬品供給設備） 

（中略） 

表－２２ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

（以下，省略） 

 

表－１５ 確認事項（タンクの汚染水入口ノズルと天板の溶接部） 

（中略） 

表－１６ 確認事項（海外製品溶接検査） 

（中略） 

表－１７ 確認事項（クロスフローフィルタ接続管の溶接部） 

（中略） 

 

増設多核種除去設備の薬品供給設備に係る主要な確認事項を表－１８～２３に示す。 

 

表－１８ 確認事項（炭酸ソーダ溶解槽，炭酸ソーダ貯槽） 

（中略） 

表－１９ 確認事項（炭酸ソーダ溶解槽移送ポンプ，炭酸ソーダ貯槽１供給ポンプ，炭酸 

          ソータ貯槽２移送ポンプ） 

（中略） 

表－２０ 確認事項（主配管（鋼管）） 

（中略） 

表－２１ 確認事項（耐圧ホース） 

（中略） 

表－２２ 確認事項（薬品供給設備） 

（中略） 

表－２３ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

（以下，省略） 

 

記載の適正化 

62



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.3 高性能多核種除去設備） 

1 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.16.3 高性能多核種除去設備 

2.16.3.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.16.3.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(4) 多核種移送設備 

 多核種移送設備は，高性能多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処 

理済水貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，高性能多核種除去設 

備用移送ポンプおよび移送配管等で構成する。なお，高性能多核種除去設備で処理され 

た水は，サンプルタンクをバイパスして処理済水貯留用のタンクに移送することも可能 

な構成となっている。 

 

 

 

(中略) 

 

2.16.3.2.2 機器仕様 

 

 (中略) 

 

(5) 放射線監視装置 

 

(中略) 
 

 

 

 

2.16.3 高性能多核種除去設備 

2.16.3.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.16.3.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(4) 多核種移送設備 

 多核種移送設備は，高性能多核種除去設備で処理された水を採取し，分析後の水を処 

理済水貯留用のタンクに移送するための設備で，サンプルタンク，高性能多核種除去設 

備用移送ポンプおよび移送配管等で構成する。なお，高性能多核種除去設備で処理され 

た水は，サンプルタンクをバイパスして処理済水貯留用のタンクに移送することも可能 

な構成となっている。 

 また，サンプルタンクは，『2.16.1 多核種除去設備』で処理された水を受け入れるこ 

とも可能な構成とする。 

 

 (中略) 

 

2.16.3.2.2 機器仕様 

 

 (中略) 

 

(4) 放射線監視装置 

 

(中略) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.3 高性能多核種除去設備） 

2 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

(中略) 
 

 
 

図－３ 高性能多核種除去設備の系統構成図 

 

（中略） 

 

添付資料－１ 

 

(中略) 
 

 
 

図－３ 高性能多核種除去設備の系統構成図 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の変

更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.3 高性能多核種除去設備） 

3 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－４ 

高性能多核種除去設備の強度に関する計算書 

 

（中略） 

 

2.4 主配管 

2.4.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 
 

 

添付資料－４ 

高性能多核種除去設備の強度に関する計算書 

 

（中略） 

 

2.4 主配管 

2.4.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

図－４ 配管概略図（７／１２） 

図－４ 配管概略図（８／１２） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.3 高性能多核種除去設備） 

4 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 
 

 

 

 
(中略） 
 

 

 

 
 

 

 
(中略） 
 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

図－４ 配管概略図（９／１２）

記号凡例

PE ：ポリエチレン管

サンプルタンクＡ

サンプルタンクＢ

サンプルタンクＣ

配管概略図（８／１２）
処理済水移送配管へ

高性能多核種除去設備用

移送ポンプＡ

高性能多核種除去設備用

移送ポンプＢ

Ｆ

⑳ ⑳ ⑳

⑳

㉒㉑

⑳ ⑳ ⑳㉒㉑
PE

PE

PE PE

PE PE

PEPE

PE

PE PE

PEPE

配管概略図（８／１２）
処理済水移送配管より

配管概略図（２／１２）

供給タンクＡ/Ｂへ

図－４ 配管概略図（９／１２） 

図－４ 配管概略図（１０／１２） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（2.16.3 高性能多核種除去設備） 

5 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

添付資料－８ 

 

高性能多核種除去設備に係る確認事項 

 

(中略） 

 

表－６ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認※２ 

①主な材料について記録 

を確認する。 

当該材料規格の規定の 

とおりであること。 

②実施計画に記載した材 

料について，製品検査成績 

書等により確認する。 

実施計画の記載とおりであ 

ること。 

寸法確認※２ 

①主要寸法について記録 

を確認する。 

製造者寸法許容範囲内で 

あること。 

②実施計画に記載した主 

要寸法（外径相当）につい 

て，製品検査成績書等によ 

り確認する。 

実施計画の記載とおりであ 

ること。 

外観確認 

各部の外観を確認する。※ 

１ 

有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

機器が系統構成図とおり 

に据付いていることを記 

録等により確認する。 

実施計画のとおり施工・据付 

されていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

最高使用圧力による耐圧 

漏えい確認を行う。 

耐圧部から著しい漏えいが 

ないこと。 

※１：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

※２：①②は，いずれかとする。 

 

 

 

 

 

 

(以下，省略) 
 

 

 

添付資料－８ 

 

高性能多核種除去設備に係る確認事項 

 

(中略） 

 

表－６ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認※２ 

①主な材料について記録 

を確認する。 

当該材料規格の規定の 

とおりであること。 

②実施計画に記載した材 

料について，製品検査成績 

書等により確認する。 

実施計画の記載とおりであ 

ること。 

寸法確認※２ 

①主要寸法について記録 

を確認する。 

製造者寸法許容範囲内で 

あること。 

②実施計画に記載した主 

要寸法（外径相当）につい 

て，製品検査成績書等によ 

り確認する。 

実施計画の記載とおりであ 

ること。 

外観確認 

各部の外観を確認する。※ 

１ 

有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

機器が系統構成図とおり 

に据付いていることを記 

録等により確認する。 

実施計画のとおり施工・据付 

されていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

最高使用圧力による耐圧 

漏えい確認を行う。 

耐圧部から著しい漏えいが 

ないこと。 

機能・性能 通水確認 

通水ができることを立会いま

たは記録により確認する。 

通水ができること。 

※１：現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

※２：①②は，いずれかとする。 

 

 

(以下，省略) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡配管追設による記載の変

更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.49 ３号機原子炉格納容器内取水設備） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.49 ３号機原子炉格納容器内取水設備 

 

添付資料－２ 

 

原子炉格納容器内取水設備の構造強度及び耐震性について 

 

 

（中略） 

 

2. 評価方法・結果 

2.1 構造強度評価 

2.1.1 主配管（鋼管） 

 

 
図－1：配管概略図 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4：配管②の解析モデル 

（以下，省略） 

 

2.49 ３号機原子炉格納容器内取水設備 

 

添付資料－２ 

 

原子炉格納容器内取水設備の構造強度及び耐震性について 

 

 

（中略） 

 

2. 評価方法・結果 

2.1 構造強度評価 

2.1.1 主配管（鋼管） 

 

図－1：配管概略図 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4：配管②の解析モデル 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第３章 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量） 

1 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 

 

(中略) 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

2.2.2.2.1 使用済セシウム吸着塔保管施設，大型廃棄物保管庫，廃スラッジ貯蔵施設及び 

貯留設備（タンク類） 

 

(中略) 

 

(1)使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 

（中略） 

c. 第三施設 

容 量 ： 

 

高性能容器（HIC）   ：3,456体 

セシウム吸着装置吸着塔：64体 

ⅰ.高性能容器 

放 射 能 強 度 ： 表２．２．２－１参照 

遮 蔽 ： 

 

 

コンクリート製ボックスカルバート：150mm（通路側 400mm），

密度 2.30g/cm3 

蓋：重コンクリート 400mm，密度 3.20g/cm3 

評価地点までの距離 ： 約 1570ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 33ｍ 

 

ⅱ.セシウム吸着装置吸着塔 

放 射 能 強 度 ： 添付資料－１ 表１及び図２参照 

遮 蔽 ： 吸着塔側面 ：鉄 177.8mm 

  吸着塔一次蓋：鉄 222.5mm 

  吸着塔二次蓋：鉄 127mm 

  

 

 

コンクリート製ボックスカルバート：203mm（蓋厚さ 400mm），

密度 2.30g/cm3 

追加コンクリート遮蔽版（厚さ 200mm，密度 2.30g/cm3） 

評価地点までの距離 ： 約 1570ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 33ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視す

る 

 

 

(中略) 

 

 

 

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 

 

(中略) 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

2.2.2.2.1 使用済セシウム吸着塔保管施設，大型廃棄物保管庫，廃スラッジ貯蔵施設及び 

貯留設備（タンク類） 

 

(中略) 

 

(1)使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 

（中略） 

c. 第三施設 

容 量 ： 高性能容器（HIC）   ：3,456体 

放 射 能 強 度 ： 表２．２．２－１参照 

遮 蔽 ： 

 

 

コンクリート製ボックスカルバート：150mm（通路側 400mm），

密度 2.30g/cm3 

蓋：重コンクリート 400mm，密度 3.20g/cm3 

評価地点までの距離 ： 約 1570ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 33ｍ 

評 価 結 果 ： 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視す

る 

 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第３章 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量） 

2 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

(5) 濃縮廃液貯槽，濃縮水タンク 

ａ．濃縮廃液貯槽（H2エリア） 

合 計 容 量 ： 約 300m3 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－２参照 

遮 蔽 ： SS400（9mm） 

  コンクリート 150mm(密度 2.1g/cm3) 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 910ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 35ｍ 

評 価 結 果 ： 約 3.79×10-4 mSv/年 

 

(中略) 

 

表２．２．２－２ 評価対象核種及び放射能濃度 

 

放射能濃度（Bq／cm3） 

Cs-134 
Cs-137 

（Ba-137m） 
Co-60 Mn-54 

Sb-125 

（Te-125m） 

Ru-106 

（Rh-106） 

Sr-90 

（Y-90） 

(a)濃縮廃液貯槽 

濃縮廃液貯槽①（H2エリア） 8.8E+02 1.2E+03 1.5E+03 7.8E+02 2.1E+03 5.1E+03 1.1E+07 

濃縮廃液貯槽②（H2エリア） 

濃縮廃液貯槽（Dエリア） 

濃縮水タンク 

3.0E+01 3.7E+01 1.7E+01 7.9E+01 4.5E+02 7.4E+00 2.8E+05 

 

 

 

(中略) 

 

 

 

(5) 濃縮廃液貯槽，濃縮水タンク 

ａ．濃縮廃液貯槽（H2エリア） 

合 計 容 量 ： 約 300m3 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－２参照 

遮 蔽 ： SS400（9mm） 

  コンクリート 150mm(密度 2.1g/cm3) 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 910ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 36ｍ 

評 価 結 果 ： 約 6.26×10-4 mSv/年 

 

(中略) 

 

表２．２．２－２ 評価対象核種及び放射能濃度 

 

放射能濃度（Bq／cm3） 

Cs-134 
Cs-137 

（Ba-137m） 
Co-60 Mn-54 

Sb-125 

（Te-125m） 

Ru-106 

（Rh-106） 

Sr-90 

（Y-90） 

(a)濃縮廃液貯槽 

濃縮廃液貯槽① 

（H2エリア,タンク A,B） 
8.8E+02 1.2E+03 1.5E+03 7.8E+02 2.1E+03 5.1E+03 1.1E+07 

濃縮廃液貯槽① 

（H2エリア,タンク C） 
9.2E+02 7.2E+02 4.7E+03 4.7E+02 4.7E+03 1.4E+04 2.6E+07 

濃縮廃液貯槽②（H2エリア） 

濃縮廃液貯槽（Dエリア） 

濃縮水タンク 

3.0E+01 3.7E+01 1.7E+01 7.9E+01 4.5E+02 7.4E+00 2.8E+05 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃縮水タンク内濃縮廃液の移

送に伴う記載の変更 

 

 

 

 

 

 

濃縮水タンク内濃縮廃液の移

送に伴う記載の変更 

70



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第３章 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量） 

3 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.2.2.2.9 増設多核種除去設備 

増設多核種除去設備については，各機器に表２．２．２－６に示す核種，放射能濃度が 

内包しているとし，制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を核種生成減衰計算コー 

ド ORIGEN-Sにより求め，3次元モンテカルロ計算コード MCNPにより敷地境界における実効 

線量を評価した。 

 

放 射 能 強 度 : 表２．２．２－６参照 

遮    蔽 : 

： 

： 

： 

： 

： 

鉄（共沈タンク・供給タンクスキッド）40～80mm 

鉄（クロスフローフィルタスキッド） 20～60mm 

鉄（スラリー移送配管）       28mm 

鉄（吸着塔）            30～80mm 

鉄（高性能容器（HIC））       120mm 

コンクリート（高性能容器（HIC）） 

評価地点までの距離 ： 約 460ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 37ｍ 

評 価 結 果 

 

： 

 

約 2.26×10-2mSv/年 

 

 

 

表２．２．２－６ 評価対象核種及び放射能濃度（1/2） 

（中略） 

表２．２．２－６ 評価対象核種及び放射能濃度（2/2） 

（中略） 

 

 

2.2.2.2.9 増設多核種除去設備 

増設多核種除去設備については，各機器に表２．２．２－６－１及び表２．２．２－６－２に示 

す核種，放射能濃度が内包しているとし，制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を 

核種生成減衰計算コード ORIGEN-Sにより求め，3次元モンテカルロ計算コード MCNPにより 

敷地境界における実効線量を評価した。 

 

放 射 能 強 度 : 表２．２．２－６－１及び表２．２．２－６－２参照 

遮    蔽 : 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

鉄（共沈タンク・供給タンクスキッド）40～80mm 

鉄（クロスフローフィルタスキッド） 20～60mm 

鉄（スラリー移送配管）       28mm 

鉄（吸着塔）            30～80mm 

鉄（高性能容器（HIC））       120mm 

鉄（反応／凝集槽，沈殿槽）     20～40mm 

コンクリート（高性能容器（HIC）） 

評価地点までの距離 ： 約 460ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 37ｍ 

評 価 結 果 

 

： 

 

約 2.58×10-2mSv/年 

 

 

表２．２．２－６－１ 評価対象核種及び放射能濃度（1/2） 

（中略） 

表２．２．２－６－１ 評価対象核種及び放射能濃度（2/2） 

（中略） 

 

 

前処理設備改造に伴う記載の

追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第３章 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量） 

4 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

表２．２．２－６－２ 評価対象核種及び放射能濃度（１／３） 

核種 
放射能濃度[Bq/cm3] 

反応／凝集槽 沈殿槽下部 沈殿槽上部，上澄み水タンク 

Fe-59 4.45E+01 8.90E+01 8.90E+00 

Co-58 6.75E+01 1.35E+02 1.35E+01 

Rb-86 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Sr-89 2.82E+04 5.64E+04 5.64E+03 

Sr-90 6.50E+05 1.30E+06 1.30E+05 

Y-90 6.50E+05 1.30E+06 1.30E+05 

Y-91 6.60E+03 1.32E+04 1.32E+03 

Nb-95 2.86E+01 5.72E+01 5.72E+00 

Tc-99 1.12E+00 2.23E+00 2.23E-01 

Ru-103 6.05E+01 1.21E+02 1.21E+01 

Ru-106 1.05E+03 2.09E+03 2.09E+02 

Rh-103m 6.05E+01 1.21E+02 1.21E+01 

Rh-106 1.05E+03 2.09E+03 2.09E+02 

Ag-110m 3.90E+01 7.79E+01 7.79E+00 

Cd-113m 3.01E+03 6.01E+03 6.01E+02 

Cd-115m 9.00E+02 1.80E+03 1.80E+02 

Sn-119m 5.30E+02 1.06E+03 1.06E+02 

Sn-123 3.98E+03 7.95E+03 7.95E+02 

Sn-126 3.08E+02 6.15E+02 6.15E+01 

Sb-124 1.90E+01 3.79E+01 3.79E+00 

Sb-125 1.19E+03 2.37E+03 2.37E+02 
 

 

前処理設備改造に伴う記載の

追加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２．２．２－６－２ 評価対象核種及び放射能濃度（２／３） 

核種 
放射能濃度[Bq/cm3] 

反応／凝集槽 沈殿槽下部 沈殿槽上部，上澄み水タンク 

Te-123m 7.75E+01 1.55E+02 1.55E+01 

Te-125m 
1.19E+03 2.37E+03 2.37E+02 

Te-127 6.40E+03 1.28E+04 1.28E+03 

Te-127m 6.40E+03 1.28E+04 1.28E+03 

Te-129 6.95E+02 1.39E+03 1.39E+02 

Te-129m 1.13E+03 2.26E+03 2.26E+02 

I-129 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Cs-134 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Cs-135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Cs-136 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Cs-137 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Ba-137m 1.08E+03 2.16E+03 2.16E+02 

Ba-140 1.69E+02 3.38E+02 3.38E+01 

Ce-141 1.42E+02 2.83E+02 2.83E+01 

Ce-144 6.15E+02 1.23E+03 1.23E+02 

Pr-144 6.15E+02 1.23E+03 1.23E+02 

Pr-144m 5.05E+01 1.01E+02 1.01E+01 

Pm-146 6.40E+01 1.28E+02 1.28E+01 

Pm-147 2.18E+04 4.36E+04 4.36E+03 

Pm-148 6.35E+01 1.27E+02 1.27E+01 

Pm-148m 4.10E+01 8.19E+01 8.19E+00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理設備改造に伴う記載の
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

2.2.2.3 敷地境界における線量評価結果 

 各施設からの影響を考慮して敷地境界線上の直接線・スカイシャイン線を評価した結果（添付資料－

４），最大実効線量は評価地点 No.71において約 0.58mSv/年となる。 

 

 

 

表２．２．２－６－２ 評価対象核種及び放射能濃度（３／３） 

核種 
放射能濃度[Bq/cm3] 

反応／凝集槽 沈殿槽下部 沈殿槽上部，上澄み水タンク 

Sm-151 3.66E+00 7.31E+00 7.31E-01 

Eu-152 
1.90E+02 3.80E+02 3.80E+01 

Eu-154 4.93E+01 9.86E+01 9.86E+00 

Eu-155 4.00E+02 8.00E+02 8.00E+01 

Gd-153 4.13E+02 8.26E+02 8.26E+01 

Tb-160 1.09E+02 2.17E+02 2.17E+01 

Pu-238 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Pu-239 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Pu-240 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Pu-241 9.15E+01 1.83E+02 1.83E+01 

Am-241 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Am-242m 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Am-243 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Cm-242 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Cm-243 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Cm-244 2.07E+00 4.14E+00 4.14E-01 

Mn-54 1.39E+02 2.78E+02 2.78E+01 

Co-60 6.50E+01 1.30E+02 1.30E+01 

Ni-63 4.33E+01 8.66E+01 8.66E+00 

Zn-65 4.66E+01 9.32E+01 9.32E+00 

 

 

(中略) 

 

2.2.2.3 敷地境界における線量評価結果 

 各施設からの影響を考慮して敷地境界線上の直接線・スカイシャイン線を評価した結果（添付資料－

４），最大実効線量は評価地点 No.71において約 0.59mSv/年となる。 

 

 

 

前処理設備改造に伴う記載の
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１ 

 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設および大型廃棄物保管庫における 

セシウム吸着装置・第二セシウム吸着装置吸着塔の線源条件と保管上の制限について 

1. 保管上の制限内容 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設および大型廃棄物保管庫におけるセシウム吸着装置および第

二セシウム吸着装置の吸着塔の線源条件については，滞留水中の放射能濃度が低下してきていること

に伴って吸着塔内のセシウム吸着量も運転当初から変化していると考えられることから，吸着塔側面

の線量率の実測値に基づき，実態を反映した線源条件とした。2.に後述するように，セシウム吸着装

置吸着塔については K1～K8の 8段階に，第二セシウム吸着装置吸着塔については S1～S4の 4段階に

区分し，図１～４のように第一・第三・第四施設および大型廃棄物保管庫の配置モデルを作成し，敷

地境界線量に対する 2.2.2.2.1 (1)に示した評価値を求めた。よって，保管後の線量影響が評価値を

超えぬよう，図１～３を保管上の制限として適用することとする。 

 

（中略） 

 

 

 

図２ 第三施設の吸着塔格納配置計画（φ：吸着塔側面線量率） 

（セシウム吸着装置吸着塔格納部：黒線部） 

 

（中略） 

 

図３ 第四施設の吸着塔格納配置計画（φ：吸着塔側面線量率） 

 

（中略） 

 

図４ 大型廃棄物保管庫の吸着塔格納配置モデル（φ：吸着塔側面線量率） 

 

なお，図１～４の配置の結果，各施設が敷地境界に及ぼす線量は，第一施設及び第三施設について

は No.7，第四施設については No.70，大型廃棄物保管庫については No.78 への影響が最大になるとの

評価結果を得ている。 

 

添付資料－１ 

 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設および大型廃棄物保管庫における 

セシウム吸着装置・第二セシウム吸着装置吸着塔の線源条件と保管上の制限について 

1. 保管上の制限内容 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設および大型廃棄物保管庫におけるセシウム吸着装置および第二

セシウム吸着装置の吸着塔の線源条件については，滞留水中の放射能濃度が低下してきていることに伴

って吸着塔内のセシウム吸着量も運転当初から変化していると考えられることから，吸着塔側面の線量

率の実測値に基づき，実態を反映した線源条件とした。2.に後述するように，セシウム吸着装置吸着塔

については K1～K7の 7段階に，第二セシウム吸着装置吸着塔については S1～S4の 4段階に区分し，図

１～３のように第一・第四施設および大型廃棄物保管庫の配置モデルを作成し，敷地境界線量に対する

2.2.2.2.1 (1)に示した評価値を求めた。よって，保管後の線量影響が評価値を超えぬよう，図１～３

を保管上の制限として適用することとする。 

 

（中略） 

 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

図２ 第四施設の吸着塔格納配置計画（φ：吸着塔側面線量率） 

 

（中略） 

 

図３ 大型廃棄物保管庫の吸着塔格納配置モデル（φ：吸着塔側面線量率） 

 

なお，図１～３の配置の結果，各施設が敷地境界に及ぼす線量は，第一施設については No.7，第四施

設については No.70，大型廃棄物保管庫については No.78 への影響が最大になるとの評価結果を得てい

る。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2. 吸着塔の側面線量率の実態を反映した線源条件の設定 

2.1 セシウム吸着装置吸着塔の線源設定 

敷地境界線量評価用の線源条件として，別添－１所載の初期の使用済吸着塔側部の線量率測定結果

を参考に，表１に示す K1～K8に線源条件を分類した。低線量側の K4～K8については，当初設計との

比率に応じて，それぞれの分類に属する吸着塔あたりのセシウム吸着量を表１のように設定した。低

線量側吸着塔の遮蔽厚が７インチであるのに対し，K1～K3 の高線量側吸着塔は，すべて SMZ スキッ

ドから発生した３インチ遮蔽の吸着塔であるため，３インチ遮蔽でモデル化して，吸着塔側面線量率

が表の値となるように線源条件を設定した。 

 

 

表１ セシウム吸着装置吸着塔の線量評価用線源条件 
 Cs-134 

（Bq） 
Cs-136 
（Bq） 

Cs-137 
（Bq） 

吸着塔側面線量率 
(mSv/時) 

K1 約 1.0×1014 約 1.9×1011 約 1.2×1014 250 

K2 約 4.0×1013 約 7.6×1010 約 4.9×1013 100 

K3 約 1.6×1013 約 3.0×1010 約 1.9×1013 40 

K4 約 6.9×1014 約 1.3×1012 約 8.3×1014 16 

K5 約 4.3×1014 約 8.1×1011 約 5.2×1014 10 

K6 約 2.2×1014 約 4.1×1011 約 2.6×1014 5 

K7 約 8.6×1013 約 1.6×1011 約 1.0×1014 2 

K8 約 4.3×1013 約 8.1×1010 約 5.2×1013 1 

 

上記のカテゴリーを図１～３のように適用して敷地境界線量を評価した。よって図に K1～K8 とし

て示したエリアに格納可能となる吸着塔の側面線量率の制限値は，表２の格納制限の値となる。同表

に，平成 31年 4月 24日までに発生したセシウム吸着装置吸着塔の線量範囲ごとの発生数を示す。い

ずれのカテゴリーでも，より高い線量側のカテゴリーに保管容量の裕度を確保しており，当面の吸着

塔保管に支障を生じることはない。なお，同じエリアに格納されるセシウム吸着装置吸着塔以外の吸

着塔の線量率も最大で 2.5mSv/時（2 塔，他は 2mSv/時以下）にとどまっており，K6～K8 に割り当て

た容量で格納できる。 

 

表２ セシウム吸着装置吸着塔の線量別保管状況と保管容量確保状況 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

評価設定(mSv/時) 250 100 40 16 10 5 2 1 

格納制限(mSv/時) 250≧φ 100≧φ 40≧φ 16≧φ 10≧φ 5≧φ 2≧φ 1≧φ 

線量範囲(mSv/時)※ 250≧φ＞100 100～40 40～16 16～10 10～5 5～2 2～1 1以下 

保管数※※ 9 5 17 79 173 79 41 368 

保管容量※※※ 12 12 20 148 182 378 472 64 
※：K2～K8の線量範囲（不等号の適用）は K1に準ずる。 （平成 31年 4月 24日現在） 
※※：線量未測定の 4本を含まず。 ※※※：第一・第三・第四施設の合計。 

 

2.2 第二セシウム吸着装置吸着塔の線源設定 

平成 31年 4月 24日までに一時保管施設に保管した 216本のうち，平成 23年 8 月の装置運転開始か

ら一年間以内に保管したもの 50本，それ以降平成 28年度までに保管したもの 136本,平成 29年度以

降に保管したもの 30本の吸着塔側面線量率（図５参照）の平均値はそれぞれ 0.65mSv/時，0.11mSv/

時，0.28mSv/時であった。 

 

（中略） 

 

上記のカテゴリーを図１～４のように適用して敷地境界線量を評価した。 

 

（中略） 

2. 吸着塔の側面線量率の実態を反映した線源条件の設定 

2.1 セシウム吸着装置吸着塔の線源設定 

敷地境界線量評価用の線源条件として，別添－１所載の初期の使用済吸着塔側部の線量率測定結果を

参考に，表１に示す K1～K7に線源条件を分類した。低線量側の K4～K7については，当初設計との比率

に応じて，それぞれの分類に属する吸着塔あたりのセシウム吸着量を表１のように設定した。低線量側

吸着塔の遮蔽厚が７インチであるのに対し，K1～K3の高線量側吸着塔は，すべて SMZスキッドから発生

した３インチ遮蔽の吸着塔であるため，３インチ遮蔽でモデル化して，吸着塔側面線量率が表の値とな

るように線源条件を設定した。 

 

 

表１ セシウム吸着装置吸着塔の線量評価用線源条件 
 Cs-134 

（Bq） 
Cs-136 
（Bq） 

Cs-137 
（Bq） 

吸着塔側面線量率 
(mSv/時) 

K1 約 1.0×1014 約 1.9×1011 約 1.2×1014 250 

K2 約 4.0×1013 約 7.6×1010 約 4.9×1013 100 

K3 約 1.6×1013 約 3.0×1010 約 1.9×1013 40 

K4 約 6.9×1014 約 1.3×1012 約 8.3×1014 16 

K5 約 4.3×1014 約 8.1×1011 約 5.2×1014 10 

K6 約 2.2×1014 約 4.1×1011 約 2.6×1014 5 

K7 約 8.6×1013 約 1.6×1011 約 1.0×1014 2 

 

 

上記のカテゴリーを図１，２のように適用して敷地境界線量を評価した。よって図に K1～K7 として

示したエリアに格納可能となる吸着塔の側面線量率の制限値は，表２の格納制限の値となる。同表に，

2022年 3月 31日までに発生したセシウム吸着装置吸着塔の線量範囲ごとの発生数を示す。いずれのカ

テゴリーでも，より高い線量側のカテゴリーに保管容量の裕度を確保しており，当面の吸着塔保管に支

障を生じることはない。なお，同じエリアに格納されるセシウム吸着装置吸着塔以外の吸着塔の線量率

も最大で 2.5mSv/時（2 塔，他は 2mSv/時以下）にとどまっており，K6～K7 に割り当てた容量で格納で

きる。 

 

表２ セシウム吸着装置吸着塔の線量別保管状況と保管容量確保状況 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

評価設定(mSv/時) 250 100 40 16 10 5 2 

格納制限(mSv/時) 250≧φ 100≧φ 40≧φ 16≧φ 10≧φ 5≧φ 2≧φ 

線量範囲(mSv/時)※ 250≧φ＞100 100～40 40～16 16～10 10～5 5～2 2以下 

保管数※※ 9 5 17 79 173 79 413 

保管容量※※※ 12 12 20 148 182 378 472 
※：K2～K7の線量範囲（不等号の適用）は K1に準ずる。 （2022年 3月 31日現在） 
※※：線量未測定の 4本を含まず。 ※※※：第一・第四施設の合計。 

 

2.2 第二セシウム吸着装置吸着塔の線源設定 

平成 31 年 4 月 24 日までに一時保管施設に保管した 216 本のうち，平成 23 年 8 月の装置運転開始から

一年間以内に保管したもの 50本，それ以降平成 28年度までに保管したもの 136本,平成 29年度以降に

保管したもの 30 本の吸着塔側面線量率（図４参照）の平均値はそれぞれ 0.65mSv/時，0.11mSv/時，

0.28mSv/時であった。 

 

（中略） 

 

上記のカテゴリーを図１～３のように適用して敷地境界線量を評価した。 

 

（中略） 
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記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

図５ 一時保管施設に保管した第二セシウム吸着装置吸着塔の発生時期と側面線量率分布 

 

（中略） 

 

3．被ばく軽減上の配慮 

 

（中略） 

 

大型廃棄物保管庫においては，通常の巡視時の被ばく軽減を期して，図４に示す東西端の列には低

線量の吸着塔を配置する計画とする。 

 

 

図４ 一時保管施設に保管した第二セシウム吸着装置吸着塔の発生時期と側面線量率分布 

 

（中略） 

 

3．被ばく軽減上の配慮 

 

（中略） 

 

大型廃棄物保管庫においては，通常の巡視時の被ばく軽減を期して，図３に示す東西端の列には低線

量の吸着塔を配置する計画とする。 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

添付資料－４ 

 

敷地境界における直接線・スカイシャイン線の評価結果 

 

 

 

（中略） 

 

添付資料－４ 

 

敷地境界における直接線・スカイシャイン線の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理設備改造，濃縮水タンク

内濃縮廃液の移送及びＫＵＲ

ＩＯＮ等格納用ボックスカル

バート撤去に伴う記載の変更 

 

敷地境界
評価地点

評価地点
の標高
「ｍ」

敷地内各施設からの
直接線・スカイシャイン線

「単位：mSv/年」

敷地境界
評価地点

評価地点
の標高
「ｍ」

敷地内各施設からの
直接線・スカイシャイン線

「単位：mSv/年」

No.1 T.P.約4 0.06 No.51 T.P.約32 0.02
No.2 T.P.約18 0.11 No.52 T.P.約39 0.03
No.3 T.P.約18 0.10 No.53 T.P.約39 0.16
No.4 T.P.約19 0.18 No.54 T.P.約39 0.16
No.5 T.P.約16 0.29 No.55 T.P.約39 0.04
No.6 T.P.約16 0.29 No.56 T.P.約33 0.01
No.7 T.P.約21 0.53 No.57 T.P.約39 0.02
No.8 T.P.約16 0.31 No.58 T.P.約39 0.04
No.9 T.P.約14 0.17 No.59 T.P.約39 0.09
No.10 T.P.約15 0.09 No.60 T.P.約41 0.05
No.11 T.P.約17 0.18 No.61 T.P.約42 0.02
No.12 T.P.約17 0.14 No.62 T.P.約38 0.02
No.13 T.P.約16 0.14 No.63 T.P.約44 0.04
No.14 T.P.約18 0.14 No.64 T.P.約44 0.07
No.15 T.P.約21 0.12 No.65 T.P.約41 0.14
No.16 T.P.約26 0.11 No.66 T.P.約40 0.53
No.17 T.P.約34 0.16 No.67 T.P.約39 0.31
No.18 T.P.約37 0.09 No.68 T.P.約37 0.42
No.19 T.P.約33 0.03 No.69 T.P.約36 0.27
No.20 T.P.約37 0.04 No.70 T.P.約35 0.57
No.21 T.P.約38 0.03 No.71 T.P.約32 0.58
No.22 T.P.約34 0.02 No.72 T.P.約29 0.51
No.23 T.P.約35 0.02 No.73 T.P.約29 0.25
No.24 T.P.約38 0.03 No.74 T.P.約35 0.11
No.25 T.P.約39 0.03 No.75 T.P.約31 0.08
No.26 T.P.約32 0.02 No.76 T.P.約31 0.12
No.27 T.P.約31 0.01 No.77 T.P.約15 0.43
No.28 T.P.約39 0.03 No.78 T.P.約19 0.49
No.29 T.P.約39 0.11 No.79 T.P.約19 0.25
No.30 T.P.約39 0.12 No.80 T.P.約19 0.08
No.31 T.P.約39 0.04 No.81 T.P.約35 0.12
No.32 T.P.約31 0.01 No.82 T.P.約38 0.22
No.33 T.P.約33 0.01 No.83 T.P.約40 0.12
No.34 T.P.約38 0.02 No.84 T.P.約41 0.05
No.35 T.P.約38 0.02 No.85 T.P.約37 0.03
No.36 T.P.約39 0.05 No.86 T.P.約33 0.05
No.37 T.P.約39 0.13 No.87 T.P.約26 0.06
No.38 T.P.約39 0.13 No.88 T.P.約22 0.15
No.39 T.P.約39 0.04 No.89 T.P.約20 0.35
No.40 T.P.約32 0.01 No.90 T.P.約20 0.49
No.41 T.P.約31 0.01 No.91 T.P.約20 0.34
No.42 T.P.約39 0.04 No.92 T.P.約21 0.51
No.43 T.P.約39 0.11 No.93 T.P.約20 0.53
No.44 T.P.約39 0.11 No.94 T.P.約28 0.41
No.45 T.P.約39 0.04 No.95 T.P.約21 0.27
No.46 T.P.約30 0.01 No.96 T.P.約19 0.15
No.47 T.P.約32 0.01 No.97 T.P.約15 0.06
No.48 T.P.約39 0.03 No.98 T.P.約23 0.08
No.49 T.P.約39 0.03 No.99 T.P.約25 0.04
No.50 T.P.約35 0.02 No.100 T.P.約-1 0.02

敷地境界
評価地点

評価地点
の標高
「ｍ」

敷地内各施設からの
直接線・スカイシャイン線

「単位：mSv/年」

敷地境界
評価地点

評価地点
の標高
「ｍ」

敷地内各施設からの
直接線・スカイシャイン線

「単位：mSv/年」

No.1 T.P.約4 0.06 No.51 T.P.約32 0.02
No.2 T.P.約18 0.11 No.52 T.P.約39 0.03
No.3 T.P.約18 0.10 No.53 T.P.約39 0.16
No.4 T.P.約19 0.18 No.54 T.P.約39 0.16
No.5 T.P.約16 0.28 No.55 T.P.約39 0.04
No.6 T.P.約16 0.29 No.56 T.P.約33 0.01
No.7 T.P.約21 0.52 No.57 T.P.約39 0.02
No.8 T.P.約16 0.31 No.58 T.P.約39 0.04
No.9 T.P.約14 0.16 No.59 T.P.約39 0.09
No.10 T.P.約15 0.09 No.60 T.P.約41 0.05
No.11 T.P.約17 0.18 No.61 T.P.約42 0.02
No.12 T.P.約17 0.14 No.62 T.P.約38 0.02
No.13 T.P.約16 0.13 No.63 T.P.約44 0.04
No.14 T.P.約18 0.14 No.64 T.P.約44 0.07
No.15 T.P.約21 0.13 No.65 T.P.約41 0.14
No.16 T.P.約26 0.11 No.66 T.P.約40 0.53
No.17 T.P.約34 0.15 No.67 T.P.約39 0.31
No.18 T.P.約37 0.09 No.68 T.P.約37 0.42
No.19 T.P.約33 0.03 No.69 T.P.約36 0.27
No.20 T.P.約37 0.04 No.70 T.P.約35 0.57
No.21 T.P.約38 0.03 No.71 T.P.約32 0.59
No.22 T.P.約34 0.02 No.72 T.P.約29 0.52
No.23 T.P.約35 0.02 No.73 T.P.約29 0.25
No.24 T.P.約38 0.03 No.74 T.P.約35 0.11
No.25 T.P.約39 0.03 No.75 T.P.約31 0.08
No.26 T.P.約32 0.02 No.76 T.P.約31 0.12
No.27 T.P.約31 0.02 No.77 T.P.約15 0.43
No.28 T.P.約39 0.04 No.78 T.P.約19 0.49
No.29 T.P.約39 0.12 No.79 T.P.約19 0.25
No.30 T.P.約39 0.12 No.80 T.P.約19 0.08
No.31 T.P.約39 0.04 No.81 T.P.約35 0.12
No.32 T.P.約31 0.01 No.82 T.P.約38 0.22
No.33 T.P.約33 0.01 No.83 T.P.約40 0.12
No.34 T.P.約38 0.02 No.84 T.P.約41 0.05
No.35 T.P.約38 0.02 No.85 T.P.約37 0.03
No.36 T.P.約39 0.05 No.86 T.P.約33 0.05
No.37 T.P.約39 0.13 No.87 T.P.約26 0.06
No.38 T.P.約39 0.13 No.88 T.P.約22 0.15
No.39 T.P.約39 0.04 No.89 T.P.約20 0.35
No.40 T.P.約32 0.01 No.90 T.P.約20 0.49
No.41 T.P.約31 0.01 No.91 T.P.約20 0.34
No.42 T.P.約39 0.03 No.92 T.P.約21 0.51
No.43 T.P.約39 0.11 No.93 T.P.約20 0.53
No.44 T.P.約39 0.11 No.94 T.P.約28 0.41
No.45 T.P.約39 0.04 No.95 T.P.約21 0.27
No.46 T.P.約30 0.01 No.96 T.P.約19 0.15
No.47 T.P.約32 0.01 No.97 T.P.約15 0.06
No.48 T.P.約39 0.03 No.98 T.P.約23 0.08
No.49 T.P.約39 0.03 No.99 T.P.約25 0.04
No.50 T.P.約35 0.02 No.100 T.P.約-1 0.02
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－５ 

多核種除去設備，増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備の線量評価条件について 

（中略） 

 

2. 増設多核種除去設備の線量評価条件 

 

2.1 評価対象設備・機器 

 増設多核種除去設備の評価対象設備・機器を表２に示す。 

 

表２ 評価対象設備・機器（増設多核種除去設備） 

  設備・機器 

評価上考慮

する 

基数×系列 

放射能条件 遮へい体 

処理水受入  処理水受入タンク 1×1 汚染水  なし 

前処理設備 

 共沈・供給タンクスキッド 1×3 汚染水  鉄：40～80mm   

 クロスフローフィルタス

キッド 
1×3 スラリー  鉄：20～60mm   

 スラリー移送配管 1×3 スラリー  鉄：28mm   

多核種吸着塔 

 吸着塔（吸着材１） 1×3 吸着材１ 

 鉄：30～80mm  
 吸着塔（吸着材２） 1×3 吸着材２ 

 吸着塔（吸着材４） 1×3 吸着材４ 

 吸着塔（吸着材５） 1×3 吸着材５ 

高性能容器 

（HIC） 

 スラリー（前処理） 1×3 スラリー 

 コンクリート

及びハッチ

（鉄：120mm）   

 吸着材（吸着材１） 1×1 吸着材１※ 

 吸着材（吸着材２） 1×1 吸着材２※ 

 吸着材（吸着材４） 1×1 吸着材４※ 

 吸着材（吸着材５） 1×1 吸着材５※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

添付資料－５ 

多核種除去設備，増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備の線量評価条件について 

（中略） 

 

2. 増設多核種除去設備の線量評価条件 

 

2.1 評価対象設備・機器 

 増設多核種除去設備の評価対象設備・機器を表２に示す。 

 

表２ 評価対象設備・機器（増設多核種除去設備） 

  設備・機器 

評価上考慮

する 

基数×系列 

放射能条件 遮へい体 

処理水受入  処理水受入タンク 1×1 汚染水  なし 

前処理設備 

 共沈・供給タンクスキッド 1×3 汚染水  鉄：40～80mm   

 クロスフローフィルタス

キッド 
1×3 スラリー  鉄：20～60mm   

 スラリー移送配管 1×3 スラリー  鉄：28mm   

 反応／凝集槽 1×2 沈殿物混合水  鉄：20～40mm 

 沈殿槽 1×2 
上部：上澄み水 

下部：沈殿物 
 鉄：20～40mm 

 上澄み水タンク 1×2 上澄み水  なし 

多核種吸着塔 

 吸着塔（吸着材１） 1×3 吸着材１ 

 鉄：30～80mm  
 吸着塔（吸着材２） 1×3 吸着材２ 

 吸着塔（吸着材４） 1×3 吸着材４ 

 吸着塔（吸着材５） 1×3 吸着材５ 

高性能容器 

（HIC） 

 スラリー（前処理） 1×3 スラリー 

 コンクリート

及びハッチ

（鉄：120mm）   

 吸着材（吸着材１） 1×1 吸着材１※ 

 吸着材（吸着材２） 1×1 吸着材２※ 

 吸着材（吸着材４） 1×1 吸着材４※ 

 吸着材（吸着材５） 1×1 吸着材５※ 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理設備改造に伴う記載の

追加 

 

※吸着塔収容時は，平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが

高性能容器収容時には，最大吸着量で評価を実施。 

※吸着塔収容時は，平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが

高性能容器収容時には，最大吸着量で評価を実施。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.2 放射能条件の設定 

 増設多核種除去設備の放射能条件は以下の事項を考慮して設定する。 

・ スラリーは，クロスフローフィルタで濃縮されることから，スラリー濃度は濃縮前 

～濃縮後の平均的な濃度を考慮し，スラリーの濃度は，195g/L～236g/Lの平均値で 

ある約 215g/Lより設定する。 

・ 各吸着材の吸着量は，吸着塔のメリーゴーランド運用を考慮すると，最大吸着量の 

概ね 10%～100%の間で推移し，平均的には最大吸着量の 55%程度となる。よって，各 

吸着材の放射能濃度は，平均的な吸着量を考慮して設定。 

・ スラリー，吸着材の放射能濃度は，想定される濃度に対して，保守的に 30%を加算し 

て評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

2.2 放射能条件の設定 

 増設多核種除去設備の放射能条件は以下の事項を考慮して設定する。 

・ スラリーは，クロスフローフィルタで濃縮されることから，スラリー濃度は濃縮前 

～濃縮後の平均的な濃度を考慮し，スラリーの濃度は，195g/L～236g/Lの平均値で 

ある約 215g/Lより設定する。 

・ 各吸着材の吸着量は，吸着塔のメリーゴーランド運用を考慮すると，最大吸着量の 

概ね 10%～100%の間で推移し，平均的には最大吸着量の 55%程度となる。よって，各 

吸着材の放射能濃度は，平均的な吸着量を考慮して設定。 

・ スラリー，吸着材の放射能濃度は，想定される濃度に対して，保守的に 30%を加算し 

て評価を行う。 

・ 沈殿槽下部の沈殿物はスラリーであるが，増設多核種除去設備設置以降の処理対象水（ 

汚染水）の放射能濃度低減を踏まえて Sr-89,Sr-90,Y-90,Mn-54,Co-60 濃度をスラリ 

ーの 1/10に設定する。 

・ 反応／凝集槽の沈殿物混合水は沈殿槽から返送する沈殿物と，処理対象水（汚染水） 

の混合水であり，混合比率を踏まえて沈殿物の放射能濃度の 1/2に設定する。 

・ 上澄み水タンク及び沈殿槽上部の上澄み水は沈殿槽で沈殿物を除いた後の上澄み水で 

あり，沈殿物の放射能濃度の 1/10に設定する。 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理設備改造に伴う記載の

追加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 （実施計画Ⅲ 第３編（保安に係る補足説明）） 

 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

 2.2 線量評価 

 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価 

 2.2.3.2 各系統における線量評価 

 

（中略） 

 

(3)散水による線量評価 

 ５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水については，主要核種の実効線量が 0.21mSv／

年以下となること，及び前記の測定において，その他の人工のγ線放出核種が検出されていないこと

を確認の上，散水する。この場合の Co-60の検出下限値は 1Bq/L以下であり，Co-60による実効線量は

最大で 0.005mSv/年となる。よって，５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水の実効線量

は 0.22mSv/年となる。 

 その他の散水する系統については，実効線量が 0.22mSv／年以下となることを確認の上，散水する。 

堰内雨水を散水した水の H-3を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は 3.3×10-2mSv／年であり，

５・６号機滞留水の処理済水を散水した水の地表に沈着した放射性物質からのγ線に起因する敷地境

界の実効線量は 4.2×10-2mSv／年である。（詳細は，添付資料－１，添付資料－２を参照） 

 

 

 2.2.3.3 添付資料 

添付資料－２ 

  

５・６号機滞留水処理済水の構内散水における被ばく評価 

 

（中略） 

 

１．実際の処理水（浄化試験結果）を散水した場合の評価 

１．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

（中略） 

 

（２）被ばく評価について 

＜計算条件＞ 

 ・散 水 量：１年間継続して 70,000kg／日を散水したと仮定 

 ・散 水 面 積：1,000m2(最も面積が小さい箇所に散水したと仮定) 

 ・放射能濃度：Cs-134･･･0.6Bq/L，Cs-137･･･1.8Bq/L， 

        H-3･･･2500Bq/L，Sr-90･･･0.8Bq/L 

 ・放射性物質は地表 5cmに留まると仮定（ただし，H-3は，地表に留まることは無いと考えられるた 

め，１日の散水量等より実効線量を算出する） 

 ・作業員の滞在時間は，年間 2000時間と仮定 

 

 

 （実施計画Ⅲ 第３編（保安に係る補足説明）） 

 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

 2.2 線量評価 

 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価 

 2.2.3.2 各系統における線量評価 

 

（中略） 

 

(3)散水による線量評価 

 ５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水については，主要核種の実効線量が 0.21mSv／

年以下となること，及び前記の測定において，その他の人工のγ線放出核種が検出されていないことを

確認の上，散水する。この場合の Co-60の検出下限値は 1Bq/L 以下であり，Co-60 による実効線量は最

大で 0.005mSv/年となる。よって，５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水の実効線量は

0.22mSv/年となる。 

 その他の散水する系統については，実効線量が 0.22mSv／年以下となることを確認の上，散水する。 

堰内雨水を散水した水の H-3 を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は 3.3×10-2mSv／年であり，

５・６号機滞留水の処理済水を散水した水の地表に沈着した放射性物質からのγ線に起因する敷地境界

の実効線量は 4.6×10-2mSv／年である。（詳細は，添付資料－１，添付資料－２を参照） 

 

 

 2.2.3.3 添付資料 

添付資料－２ 

  

５・６号機滞留水処理済水の構内散水における被ばく評価 

 

（中略） 

 

１．実際の処理水（浄化試験結果）を散水した場合の評価 

１．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

（中略） 

 

（２）被ばく評価について 

＜計算条件＞ 

 ・散 水 量：１年間継続して 80,000kg／日を散水したと仮定 

 ・散 水 面 積：1,000m2(最も面積が小さい箇所に散水したと仮定) 

 ・放射能濃度：Cs-134･･･0.6Bq/L，Cs-137･･･1.8Bq/L， 

        H-3･･･2500Bq/L，Sr-90･･･0.8Bq/L 

 ・放射性物質は地表 5cmに留まると仮定（ただし，H-3は，地表に留まることは無いと考えられるた 

め，１日の散水量等より実効線量を算出する） 

 ・作業員の滞在時間は，年間 2000時間と仮定 

 

 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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2 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Csのみに着目して評価を実施する。   

   
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

      Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

    Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 9.8×10－4mSvである。 

 

② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

TKMCE abw ・・・  

    Ebw：H-3を吸入摂取した場合の実効線量（mSv/年） 

    Ｃ：水蒸気中の H-3濃度（Bq/L） 

      Ｃ＝H-3の放射能濃度（Bq/L）×飽和水蒸気量(g/ｍ3) 

        飽和水蒸気量：17.2（20℃の場合） 

        Ma：呼吸率（L/年）注 2  成人で 8.1×106 

        Ｋ：吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq) 注３ 1.8×10－８ 

        Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 1.4×10－３mSvである。 

 なお，H-3は生体組織中での平均飛程が約 0.65μｍであるため，H-3による被ばくに関しては内部被 

ばくのみ考慮する。 

 

 ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近である場合も想定し，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 

① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

  Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Csのみに着目して評価を実施する。 

      
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

       Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 4.3×10－３mSvである。 

  なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界か 

らの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

（中略） 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Csのみに着目して評価を実施する。   

   
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

      Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

    Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 1.1×10－3mSvである。 

 

② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

TKMCE abw ・・・  

    Ebw：H-3を吸入摂取した場合の実効線量（mSv/年） 

    Ｃ：水蒸気中の H-3濃度（Bq/L） 

      Ｃ＝H-3の放射能濃度（Bq/L）×飽和水蒸気量(g/ｍ3) 

        飽和水蒸気量：17.2（20℃の場合） 

        Ma：呼吸率（L/年）注 2  成人で 8.1×106 

        Ｋ：吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq) 注３ 1.8×10－８ 

        Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 1.4×10－３mSvである。 

 なお，H-3は生体組織中での平均飛程が約 0.65μｍであるため，H-3による被ばくに関しては内部被 

ばくのみ考慮する。 

 

 ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近である場合も想定し，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 

① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

  Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Csのみに着目して評価を実施する。 

      
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

       Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 4.9×10－３mSvである。 

  なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界か 

らの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

（中略） 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

１．２ 浄化ユニットにて処理した水 

（１）処理水の水質について 

  ５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水の分析結果と告示濃度限度に対する割合の

和を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ 

 

  注）Sr-90の分析・評価方法の詳細は「Ⅲ 第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照 

 

（２）被ばく評価について 

 ＜計算条件＞ 

  ・散水量：１年間継続して 70,000kg／日を散水したと仮定 

  ・散水面積：1,000m2（最も面積が小さい箇所に散水したと仮定） 

  ・放射能濃度：Cs-134･･･7.7E-4Bq/L，Cs-137･･･2.4E-3Bq/L，H-3･･･62Bq/L， 

         Sr-90･･･8.5E-3Bq/L, Co-60…1.1E-3Bq/L 

 

  ・放射性物質は地表 5cmに留まると仮定（ただし，H-3は，地表に留まることは無いと考えられる 

ため，１日の散水量等より実効線量を算出する） 

  ・作業員の滞在時間は，年間 2000時間と仮定 

 

 ＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいこと

から，Cs及び Coのみに着目して評価を実施する。 

 
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

       Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6, Co-60…8.3E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

    Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 2.6×10－6mSvである。 

 

（中略） 

 

１．２ 浄化ユニットにて処理した水 

（１）処理水の水質について 

  ５・６号機滞留水を浄化ユニットにて浄化処理した水の分析結果と告示濃度限度に対する割合の

和を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ 

 

  注）Sr-90の分析・評価方法の詳細は「Ⅲ 第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照 

 

（２）被ばく評価について 

 ＜計算条件＞ 

  ・散水量：１年間継続して 80,000kg／日を散水したと仮定 

  ・散水面積：1,000m2（最も面積が小さい箇所に散水したと仮定） 

  ・放射能濃度：Cs-134･･･7.7E-4Bq/L，Cs-137･･･2.4E-3Bq/L，H-3･･･62Bq/L， 

         Sr-90･･･8.5E-3Bq/L, Co-60…1.1E-3Bq/L 

 

  ・放射性物質は地表 5cmに留まると仮定（ただし，H-3は，地表に留まることは無いと考えられる 

ため，１日の散水量等より実効線量を算出する） 

  ・作業員の滞在時間は，年間 2000時間と仮定 

 

 ＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいこと

から，Cs及び Coのみに着目して評価を実施する。 

 
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

       Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6,Co-60…8.3E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

      Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

    Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 2.9×10－6mSvである。 

 

（中略） 

 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

b.敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近である場合も想定し，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

  Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Cs及び Coのみに着目して評価を実施する。 

  
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

      Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6, Co-60…8.3E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

       Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 1.1×10－5mSvである。 

  なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界か

らの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

(中略) 

 

２．運用範囲において理論上とりうる放射能濃度を仮定した場合の被ばく評価 

２．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

放射能濃度以外の計算条件及び評価に関わる数式等は，１．と同様である。 

 

（中略） 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.１（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線

量は年間約 8.4×10－３mSvである。 

  ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

    １.１（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 7.6×10－３mSv 

である。 

  作業員への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質からのγ線に

起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，γ

線に起因する実効線量評価の方が H-3を吸入摂取した場合の実効線量評価よりも評価結果に与える

影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の

条件となる。以上より，作業員への実効線量は年間約 8.4×10－３mSvである。 

 

b.敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近である場合も想定し，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

  Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことか

ら，Cs及び Coのみに着目して評価を実施する。 

  
    Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

 

    Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数    注１ 

      Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6, Co-60…8.3E-6 

    Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

       Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

  上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は 

年間約 1.3×10－5mSvである。 

  なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界か

らの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

(中略) 

 

２．運用範囲において理論上とりうる放射能濃度を仮定した場合の被ばく評価 

２．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

放射能濃度以外の計算条件及び評価に関わる数式等は，１．と同様である。 

 

（中略） 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.１（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線

量は年間約 9.6×10－３mSvである。 

  ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

    １.１（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 7.6×10－３mSv 

である。 

  作業員への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質からのγ線に

起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，γ

線に起因する実効線量評価の方が H-3を吸入摂取した場合の実効線量評価よりも評価結果に与える

影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の

条件となる。以上より，作業員への実効線量は年間約 9.6×10－３mSvである。 

 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編（保安に係る補足説明）2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

5 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

   散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   １．１．（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線

量は年間約 3.7×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界

からの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

 ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

   １．１．（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 3.3×10－２mSv

である。 

  なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距

離に応じて，実効線量は減少する。 

 

  また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである程

度の距離があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

 

  敷地境界における一般公衆への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射

性物質からのγ線に起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和 

 の評価については，γ線に起因する実効線量評価の方が H-3を吸入摂取した場合の実効線量評価の

方よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果が理論上最大 

 となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，敷地境界における一般公衆への実効線量は年間

約 3.7×10－２mSvである。 

 

２．２ 浄化ユニットにて処理した水 

  放射能濃度以外の計算条件及び評価に関わる数式等は，１．と同様である。 

＜計算条件＞ 

 ・放射能濃度：浄化試験データから想定しがたいものの，各評価について，運用範囲（詳細は「Ⅲ 

第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照）内において，理論上，評価結果の最も厳 

  しくなる放射能濃度を仮定する。 

   ①地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    Cs-134･･･8Bq/L，Cs-137･･･8Bq/L，Co-60…1Bq/L※，H-3･･･0Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 

   ②H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    Cs-134･･･0Bq/L，Cs-137･･･0Bq/L，Co-60…1Bq/L※，H-3･･･12600Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 

  ※：Co-60の濃度については運用範囲を満足していることを確認するためのγ線放出核種測定にお 

ける検出下限値を示す。 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量

は年間約 9.6×10－３mSvである。 

 ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 8.4×10－３mSv

である。 

  

 

 

 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

   散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   １．１．（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線

量は年間約 4.2×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界

からの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

 ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

   １．１（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 3.3×10－２mSv

である。 

  なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距

離に応じて，実効線量は減少する。 

 

  また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである程

度の距離があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

 

敷地境界における一般公衆への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射

性物質からのγ線に起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和 

 の評価については，γ線に起因する実効線量評価の方が H-3を吸入摂取した場合の実効線量評価の

方よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果が理論上最大 

 となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，敷地境界における一般公衆への実効線量は年間

約 4.2×10－２mSvである。 

 

２．２ 浄化ユニットにて処理した水 

  放射能濃度以外の計算条件及び評価に関わる数式等は，１．と同様である。 

＜計算条件＞ 

 ・放射能濃度：浄化試験データから想定しがたいものの，各評価について，運用範囲（詳細は「Ⅲ 

第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照）内において，理論上，評価結果の最も厳 

  しくなる放射能濃度を仮定する。 

①地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    Cs-134･･･7.6Bq/L，Cs-137･･･7.6Bq/L，Co-60…1Bq/L※，H-3･･･0Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 

   ②H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    Cs-134･･･0Bq/L，Cs-137･･･0Bq/L，Co-60…1Bq/L※，H-3･･･12600Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 

  ※：Co-60の濃度については運用範囲を満足していることを確認するためのγ線放出核種測定にお 

ける検出下限値を示す。 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量

は年間約 1.0×10－２mSvである。 

 ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 8.5×10－３mSv

である。 

  

 

 

 

 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編（保安に係る補足説明）2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

6 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 作業員への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質からのγ線に起

因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，γ 

 線に起因する実効線量評価の方が H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する

実効線量評価よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果 

 が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，作業員への実効線量は年間約 9.6×

10－３mSvである。 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

１. ２（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

は年間約 4.2×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界

からの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

 ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起

因する実効線量は，年間約 3.7×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの

距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

   また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである

程度の距離があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

 

   敷地境界における一般公衆への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放

射性物質からのγ線に起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この

和の評価については，γ線に起因する実効線量評価の方が H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-

60からのγ線に起因する実効線量評価よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用

範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，敷地境

界における一般公衆への実効線量は年間約 4.2×10－２mSvである。 

 

２．３ ５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量 

  前記のとおり，浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水の散

水による敷地境界の実効線量は年間約 3.7×10－２mSv，浄化ユニットにて処理した水の散水による敷

地境界の実効線量は年間約 4.2×10－２mSvと評価した。 

  これらの評価は，１日当たりの散水量（70,000 kg/日）に対して，どちらか一方の処理設備で全

ての処理を行った場合を想定している。また，年間を通して双方の処理設備による処理済水を同時

に散水することはない。したがって，５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実

効線量は保守的に全て浄化ユニットにて処理を行った場合の評価とし，年間 4.2×10－２mSvとする  

 

 

 

 作業員への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質からのγ線に起

因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，γ 

 線に起因する実効線量評価の方が H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する

実効線量評価よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果 

 が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，作業員への実効線量は年間約 1.0×

10－２mSvである。 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

  散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

 ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

１. ２（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

は年間約 4.6×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界

からの距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

 ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

   １.２（２）と同様に計算した結果，H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起

因する実効線量は，年間約 3.7×10－２mSvである。 

   なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの

距離に応じて，実効線量は減少する。 

 

   また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである

程度の距離があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

 

   敷地境界における一般公衆への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放

射性物質からのγ線に起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この

和の評価については，γ線に起因する実効線量評価の方が H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-

60からのγ線に起因する実効線量評価よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，運用

範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，敷地境

界における一般公衆への実効線量は年間約 4.6×10－２mSvである。 

 

２．３ ５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量 

  前記のとおり，浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水の散

水による敷地境界の実効線量は年間約 4.2×10－２mSv，浄化ユニットにて処理した水の散水による敷

地境界の実効線量は年間約 4.6×10－２mSvと評価した。 

  これらの評価は，１日当たりの散水量（80,000 kg/日）に対して，どちらか一方の処理設備で全

ての処理を行った場合を想定している。また，年間を通して双方の処理設備による処理済水を同時

に散水することはない。したがって，５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実

効線量は保守的に全て浄化ユニットにて処理を行った場合の評価とし，年間 4.6×10－２mSvとする。 

 

 

 

構内散水量変更による記載の

適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編（保安に係る補足説明）2.2.4 線量評価まとめ） 

1 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.2.4 線量評価のまとめ 

 現状の設備の運用により，気体廃棄物放出分で約 0.03mSv/年，敷地内各施設からの直接線及びスカイ

シャイン線の線量分で約 0.58mSv/年，放射性液体廃棄物等の排水分で約 0.22mSv/年，構内散水した堰

内雨水の処理済水の H-3を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は約 3.3×10-2mSv／年，構内散水し

た５・６号機滞留水の処理済水の地表に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は約 4.2×

10-2mSv／年となり合計約 0.91mSv/年となる注）。 

 

注）四捨五入した数値を記載しているため，合算値が合計と合わない場合がある。 

 

2.2.4 線量評価のまとめ 

 現状の設備の運用により，気体廃棄物放出分で約 0.03mSv/年，敷地内各施設からの直接線及びスカイ

シャイン線の線量分で約 0.59mSv/年，放射性液体廃棄物等の排水分で約 0.22mSv/年，構内散水した堰

内雨水の処理済水の H-3を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は約 3.3×10-2mSv／年，構内散水し

た５・６号機滞留水の処理済水の地表に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は約 4.6×

10-2mSv／年となり合計約 0.92mSv/年となる注）。 

 

注）四捨五入した数値を記載しているため，合算値が合計と合わない場合がある。 

 

 

 

前処理設備改造，濃縮水タンク

内濃縮廃液の移送および構内

散水量変更に伴う記載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編（保安に係る補足説明）4 保守管理に関わる補足説明 4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保全について） 

1 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保全について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのた

め，６号機原子炉建屋付属棟地下階に設置されている液体廃棄物処理系のステンレス鋼製タンクの腐

食や使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な電源設備の被水について考慮し，保

全の一環として，当該地下階滞留水の水質確認及び構内散水の放射能濃度確認を，以下の通り実施す

る。 

 

(1)建屋内滞留水の水質 

６号機原子炉建屋付属棟地下階の一部没水している設備には，放射性廃液が貯蔵されているス

テンレス鋼製のタンク及び付属配管があるため，滞留水の塩化物イオン濃度を，ステンレス鋼に

局部腐食が発生し得る塩化物イオン濃度（常温で 500ppm程度）以下であることを定期的に確認す

る。 

 

(2)構内散水の放射能濃度 

５・６号機の滞留水については，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な

電源設備の被水を防止するため滞留水貯留設備にて処理し，構内に散水している。構内散水は，

作業前に散水可能な放射能濃度＊）以下であることを確認後，実施する。 
＊）散水可能な放射能濃度：次式の通り，告示濃度限度に対する割合の和が0.22以下を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.22

/60000

/3

/30

/90

/90

/137

/60

/134




LBq

LBqH

LBq

LBqSr

LBq

LBqCs

LBq

LBqCs 濃度
＋

濃度
＋

濃度
＋

濃度
注

  

 注）Sr-90は，分析値若しくは全βでの評価値とする。 

 

4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保全について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのた

め，６号機原子炉建屋付属棟地下階に設置されている液体廃棄物処理系のステンレス鋼製タンクの腐

食や使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な電源設備の被水について考慮し，保

全の一環として，当該地下階滞留水の水質確認及び構内散水の放射能濃度確認を，以下の通り実施す

る。 

 

(1)建屋内滞留水の水質 

６号機原子炉建屋付属棟地下階の一部没水している設備には，放射性廃液が貯蔵されているス

テンレス鋼製のタンク及び付属配管があるため，滞留水の塩化物イオン濃度を，ステンレス鋼に

局部腐食が発生し得る塩化物イオン濃度（常温で 500ppm程度）以下であることを定期的に確認す

る。 

 

(2)構内散水の放射能濃度 

５・６号機の滞留水については，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な

電源設備の被水を防止するため滞留水貯留設備にて処理し，構内に散水している。構内散水は，

作業前に散水可能な放射能濃度＊）であることを確認後，実施する。 
        ＊）散水可能な放射能濃度は実施計画Ⅲ章第３編 ２ 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明「2.1.2放射性液体廃棄物等 

の管理」参照。 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊 5 汚染水処理設備等に係る補足説明） 

1 

 

  

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

別冊５ 

汚染水処理設備等に係る補足説明 

（中略） 

2.2.2  使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

（中略） 

(2)耐震性評価 

（中略） 

f. すべり量評価 

 

表－３３ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設すべり量評価結果 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

【セシウム吸着塔一時保管施設

（第一施設）（第四施設）】※ 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

すべり量 0.60 93.3 494 mm 

ボックスカルバート すべり量 0.60 57.5 400 mm 

【セシウム吸着塔一時保管施設

（第三施設）】 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

すべり量 0.60 57.5 450 mm 

※セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設）（第四施設）のうち，ボックスカルバート間の 

許容値が評価上最も厳しいセシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）にて評価を実施 

 

g. 波及的影響について 

耐震 Sクラスの地震力が発生した場合に，第三施設に設置しているセシウム吸着装置吸 

着塔等とそれを格納しているボックスカルバートが転倒することにより，近接する高性能 

容器とそれを格納しているボックスカルバートに与える波及的影響を検討するため，鉛直 

方向の地震力を考慮した転倒評価を実施した。鉛直方向の設計震度は，水平方向の１／２ 

の値とした。 

評価の結果，セシウム吸着装置吸着塔等とそれを格納しているボックスカルバートは転 

倒せず，近接する高性能容器とそれを格納しているボックスカルバートに影響がないこと 

を確認した（表－３４）。 

 

別冊５ 

汚染水処理設備等に係る補足説明 

（中略） 

2.2.2  使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

（中略） 

(2)耐震性評価 

（中略） 

f. すべり量評価 

 

表－３３ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設すべり量評価結果 

機器名称 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

【セシウム吸着塔一時保管施設

（第一施設）（第四施設）】※ 

・セシウム吸着装置吸着塔 

・モバイル式処理装置吸着塔 

・モバイル型ストロンチウム 

除去装置フィルタ及び吸着塔 

・サブドレン他浄化装置吸着塔 

・高性能多核種除去設備検証 

試験装置吸着塔 

すべり量 0.60 93.3 494 mm 

ボックスカルバート すべり量 0.60 57.5 400 mm 

※セシウム吸着塔一時保管施設（第一施設）（第四施設）のうち，ボックスカルバート間の 

許容値が評価上最も厳しいセシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）にて評価を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＵＲＩＯＮ等格納用ボック

スカルバート撤去に伴う記載

の削除 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊 5 汚染水処理設備等に係る補足説明） 

3 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

表－３５－１ 連結ボルトの強度評価（１／２） 

（中略） 

表－３５－１ 連結ボルトの強度評価（２／２） 

（中略） 

表－３５－２ 転倒評価 

（中略） 

表－３５－３ 吊上げシャフトの耐震性評価 

(中略) 

表－３５－４ クレーンの耐震性評価 

(中略) 

 

2.2.3. 廃スラッジ一時保管施設 

(1)構造強度評価 

スラッジ貯槽について，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した（表－３６）。 

(中略) 

表－３６ スラッジ貯槽板厚評価結果 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程に準拠して評価を行った結果，基礎ボルトの強度が確保されるこ 

とを確認した（表－３７）。 

 

 (中略) 

表－３７ スラッジ貯槽の基礎ボルトの強度評価結果 

(中略) 

 

2.2.4.  第二セシウム吸着装置 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設） 

(1)耐震性評価 

 (中略) 

 a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較するこ

とにより転倒評価を実施した。なお，同時吸着塔 10 塔と同時吸着塔を格納する架台 2 台

（一組）で評価を実施した。 

評価に用いた数値を表－３８－１に示す。評価の結果，地震による転倒モーメント 

は自重による安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した （表－ 

３８－２）。 

 

(中略) 

表－３８－１ 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設）転倒評価結果数値根拠 

(中略) 

 

b.滑動評価 

同時吸着塔を格納する架台は，基礎ボルトにて固定していることから基礎ボルトに作用

するせん断荷重と許容せん断荷重を比較することより滑動評価を実施した。基礎ボルトの

許容せん断荷重は「日本建築学会：各種合成構造設計指針・同解説，鉄骨鉄筋コンクリート

構造計算規準・同解説」に基づき次式を用いた。評価の結果，基礎ボルトの破断による滑動

が生じないことを確認した（表－３８－２）。 

 

(中略) 

表－３８－２ 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設）耐震評価結果 

(中略) 

 

表－３４－１ 連結ボルトの強度評価（１／２） 

（中略） 

表－３４－１ 連結ボルトの強度評価（２／２） 

（中略） 

表－３４－２ 転倒評価 

（中略） 

表－３４－３ 吊上げシャフトの耐震性評価 

(中略) 

表－３４－４ クレーンの耐震性評価 

(中略) 

 

2.2.3. 廃スラッジ一時保管施設 

(1)構造強度評価 

スラッジ貯槽について，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した（表－３５）。 

(中略) 

表－３５ スラッジ貯槽板厚評価結果 

(中略) 

 

(2)耐震性評価 

a. 基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程に準拠して評価を行った結果，基礎ボルトの強度が確保されるこ 

とを確認した（表－３６）。 

 

 (中略) 

表－３６ スラッジ貯槽の基礎ボルトの強度評価結果 

(中略) 

 

2.2.4.  第二セシウム吸着装置 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設） 

(1)耐震性評価 

 (中略) 

 a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比

較することにより転倒評価を実施した。なお，同時吸着塔 10塔と同時吸着塔を格

納する架台 2台（一組）で評価を実施した。 

評価に用いた数値を表－３７－１に示す。評価の結果，地震による転倒モーメン

トは自重による安定モーメントより小さいことから，転倒しないことを確認した（表

－３７－２）。 

 

(中略) 

表－３７－１ 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設）転倒評価結果数値根拠 

(中略) 

 

b.滑動評価 

同時吸着塔を格納する架台は，基礎ボルトにて固定していることから基礎ボル

トに作用するせん断荷重と許容せん断荷重を比較することより滑動評価を実施し

た。基礎ボルトの許容せん断荷重は「日本建築学会：各種合成構造設計指針・同解

説，鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」に基づき次式を用いた。評価の

結果，基礎ボルトの破断による滑動が生じないことを確認した（表－３７－２）。 

(中略) 

表－３７－２ 同時吸着塔（使用済セシウム吸着塔一時保管施設）耐震評価結果 

(中略) 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊 5 汚染水処理設備等に係る補足説明） 

4 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.2.5.  配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足するものでは

ないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを確認し

た。従って，配管は必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価に用いた

数値を表－３９－１に示す。評価の結果，最高使用圧力に耐えられることを確認した（表

－３９－２）。 

(中略) 

 

表－３９－１ 配管構造強度評価の計算根拠 

(中略) 

表－３９－２ 配管構造強度評価結果 

(以下，省略) 

2.2.5.  配管等 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼製） 

材料証明書がなく，設計・建設規格におけるクラス 3 機器の要求を満足する

ものではないが，漏えい試験等を行い，有意な変形や漏えい，運転状態に異常が

ないことを確認した。従って，配管は必要な構造強度を有すると評価した。 

また，配管の主要仕様から設計・建設規格に基づき板厚評価を実施した。評価

に用いた数値を表－３８－１に示す。評価の結果，最高使用圧力に耐えられる

ことを確認した（表－３８－２）。 

(中略) 

 

表－３８－１ 配管構造強度評価の計算根拠 

(中略) 

表－３８－２ 配管構造強度評価結果 

(以下，省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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